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第
一
節　

問
題
の
所
在

　

本
論
文
の
目
的
は
、
浄
影
寺
慧
遠
（
五
二
三
〜
五
九
二
）
の
浄
土
思
想
の
問
題
群

を
整
理
す
る
こ
と
に
あ
る
。
論
題
中
の
「
浄
土
思
想
」
は
“
諸
仏
と
諸
仏
国
土
に

関
す
る
思
想
”
を
意
味
す
る
作
業
仮
説
的
な
用
語
で
あ
る
。
ま
た
「
浄
土
教
」
は

“
阿
弥
陀
仏
と
極
楽
に
関
す
る
思
想
”
を
意
味
す
る
用
語
と
し
て
使
用
す
る
。
な

お
「
浄
土
思
想
」
は
「
浄
土
教
」
を
含
む
も
の
と
し
て
想
定
し
て
い
る
。

　

ま
ず
執
筆
の
経
緯
を
簡
単
に
説
明
す
れ
ば
二
〇
〇
四
年
に
遡
る
。
こ
の
年
、
私

は
研
究
対
象
を
日
本
の
示
観
房
凝
然
（
一
二
四
〇
〜
一
三
二
一
）
か
ら
中
国
の
浄
影

寺
慧
遠
に
変
更
し
た
。
理
由
は
、
鎌
倉
時
代
の
仏
教
思
想
を
考
え
る
た
め
の
新
し

い
視
点
を
獲
得
す
る
た
め
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
中
盤
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
初

頭
に
か
け
て
、
イ
ン
ド
・
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
研
究
者
、
袴
谷
憲
昭
氏
と
松
本
史
朗

氏
は
、
道
元
（
一
二
〇
〇
〜
一
二
五
三
）
の
研
究
に
参
入
し
、
さ
ら
に
法
然
房
源
空

（
一
一
三
三
〜
一
二
一
二
）
や
親
鸞
（
一
一
七
三
〜
一
二
六
二
）
に
も
研
究
を
展
開
し
た
。

袴
谷
氏
と
松
本
氏
の
見
解
は
、
必
ず
し
も
一
致
す
る
わ
け
で
な
い
。
と
り
わ
け
袴

谷
氏
が
、『
法
然
と
明
恵
─
日
本
仏
教
思
想
史
序
説
─
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
九
八
年

七
月
）
を
出
版
し
、
松
本
氏
が
『
法
然
親
鸞
思
想
論
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
一
年
二

月
）
を
出
版
す
る
間

（
１
）、

両
氏
の
仏
教
理
解
は
、
共
通
性
よ
り
も
異
質
性
の
方
が
露

わ
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
両
氏
に
よ
る
日
本
の
仏
教
文
献
を
イ
ン
ド
・
チ
ベ
ッ
ト

仏
教
の
知
識
に
依
拠
し
て
読
解
す
る
方
法
や
、
日
本
の
仏
教
文
献
を
「
批
判
」
的

に
読
解
す
る
観
点
は
、
従
来
の
研
究
を
動
揺
さ
せ
る
力
強
い
問
題
提
起
で
あ
っ

た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
日
本
仏
教
の
仏
教
と
し
て
の
資
格
ま
で
問
わ
れ
た
か
ら
で
あ

る
。

　

一
九
九
四
年
頃
か
ら
、
私
は
両
氏
の
一
連
の
研
究
成
果
を
目
の
当
た
り
に
し

て
、
鎌
倉
時
代
の
仏
教
思
想
を
考
え
る
上
で
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
問
題
に
見
通

し
を
も
つ
必
要
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
一
の
問
題
は
本
覚
思
想

≒

如
来
蔵

思
想
で
あ
り
、
第
二
の
問
題
は
浄
土
思
想
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
凝
然
の
思
想

に
お
い
て
、
本
覚
思
想

≒

如
来
蔵
思
想
と
浄
土
思
想
は
、
中
心
テ
ー
マ
に
属
す
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
を
模
索
し
始
め
、
慧
遠
に
辿

り
つ
く
こ
と
に
な
る
。

　

な
ぜ
な
ら
ば
、
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
思
想
史
の
中
で
、
本
覚
思
想

≒

如
来
蔵
思
想

と
浄
土
思
想
の
起
源
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
じ
る
思
想
家
、
こ
の
二
つ
の
条
件
を

浄
影
寺
慧
遠
に
お
け
る
浄
土
思
想
の
問
題
群

岡
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同
時
に
満
た
す
研
究
対
象
は
、
慧
遠
以
外
に
存
在
し
な
い
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ

る（
２
）。

ま
た
、
如
来
蔵
思
想
と
浄
土
思
想
は
、
イ
ン
ド
以
来
の
伝
統
を
有
す
る
と
は

言
っ
て
も
、
ど
ち
ら
も
イ
ン
ド
に
明
瞭
な
学
派
的
基
盤
を
持
た
な
い
思
想
で
あ

る
。
従
っ
て
、
如
来
蔵
思
想
と
浄
土
思
想
の
教
義
と
問
題
設
定
の
多
く
は
中
国
で

形
成
さ
れ
、
そ
の
両
方
の
教
義
の
基
礎
を
築
い
た
一
人
が
慧
遠
で
あ
る
。

　

慧
遠
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
理
解
が
妥
当
で
あ
れ
ば
、
鎌
倉
時
代
の
二
つ
の
問

題
に
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
を
、
慧
遠
の
思
想
研
究
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
出
来

る
。
こ
の
よ
う
な
置
換
は
、
極
め
て
安
易
な
思
考
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
人
間
の
寿
命
は
短
く
、
仏
教
の
歴
史
は
長
い
。
私
が
、
凝
然
の
研
究
に
辿
り

つ
か
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
慧
遠
研
究
の
成
果
の
一
部
は
、
鎌
倉
時
代
の
仏
教
思

想
を
考
え
る
上
で
も
、
さ
さ
や
か
な
知
見
を
提
供
で
き
る
も
の
と
信
じ
た
。
従
っ

て
、
私
の
慧
遠
に
対
す
る
問
題
意
識
は
、
今
で
も
日
本
の
鎌
倉
時
代
か
ら
離
れ
て

い
な
い
。

　

私
は
慧
遠
研
究
の
最
初
の
段
階
か
ら
、
如
来
蔵
思
想
と
浄
土
思
想
を
研
究
対
象

に
組
込
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
同
時
に
こ
の
二
つ
の
思
想
に
関
心
を
集
中
さ
せ
る

こ
と
も
避
け
よ
う
と
意
識
し
た
。
こ
れ
は
出
発
点
と
は
矛
盾
す
る
。
し
か
し
、
私

の
関
心
と
慧
遠
の
関
心
が
同
一
と
は
限
ら
な
い
。
前
記
の
二
つ
の
問
題
に
見
通
し

を
立
て
る
こ
と
は
私
の
問
題
意
識
で
あ
り
、
慧
遠
は
後
世
の
こ
と
を
知
る
由
も
な

い
。
慧
遠
は
彼
自
身
の
問
題
意
識
の
中
で
仏
教
を
考
え
続
け
た
だ
け
で
あ
る
。
研

究
は
研
究
者
個
人
の
動
機
を
排
除
し
て
始
ま
る
も
の
で
は
な
い
が
、
個
人
の
考
え

を
研
究
対
象
に
投
影
し
支
配
す
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
注
意
を
貫
徹
す
る
た
め

に
、
私
は
「
形
式
」
と
「
時
間
」
と
い
う
個
人
が
自
在
に
操
る
こ
と
の
出
来
な
い

制
約
を
、
慧
遠
研
究
に
課
す
こ
と
に
し
た
。

　
「
形
式
」
と
は
、
慧
遠
の
主
著
『
大
乗
義
章
』
が
四
諦
の
形
式
で
編
纂
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
り
、『
大
乗
義
章
』
の
叙
述
形
式
が
三
聚
法
（
色
法
、
心
法
、
非
色
非

心
法
＝
不
相
応
行
）
と
い
う
法
（dharm

a

）
の
組
織
論
に
則
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ど
ち
ら
も
『
成
実
論
』
の
伝
統
を
継
承
し
展
開
し
た
も
の
で
あ
る

（
３
）。

こ
れ
ら
は
慧

遠
の
選
択
し
た
「
形
式
」
で
あ
り
、
私
の
選
択
で
は
な
い
。
研
究
の
最
初
の
段
階

で
は
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
慧
遠
の
思
想
の
根
幹
は
一
種
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
で

あ
る
と
、
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
時
間
」
と
は
慧
遠
の
思
想
変
遷
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
慧
遠
の
著
作
の
成
立

順
序
を
意
味
す
る

（
４
）。

こ
れ
は
『
大
乗
義
章
』
の
読
解
だ
け
で
は
不
可
能
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、『
大
乗
義
章
』
は
二
二
三
義
科

（
５
）（

現
存
）
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
教
理

集
成
文
献

（
６
）」

で
あ
り
、
こ
の
膨
大
な
叢
書
は
一
時
期
に
成
立
し
た
と
は
考
え
難
い

が
、
同
時
に
『
大
乗
義
章
』
が
段
階
的
に
成
立
す
る
明
確
な
根
拠
も
無
い
。
そ
こ

で
、
私
は
慧
遠
の
註
釈
書
の
成
立
順
序
の
推
定
を
開
始
し
た
。
そ
の
過
程
の
中

で
、
い
わ
ゆ
る
「
浄
土
経
典
」
の
注
釈
書
、『
無
量
寿
経
義
疏
』（
略
称
『
大
経
義

疏
』

（
７
））

と
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』（
略
称
『
観
経
義
疏
』）
は
比
較
的
後
期
の
著
作
で
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た

（
８
）。

さ
ら
に
、『
維
摩
義
記
』
と
『
大
経
義
疏
』
は
同
時
期
（
第

三
期
）
の
著
作
で
あ
り
、
両
文
献
は
「
法
身
因
果
」
と
「
浄
土
因
果
」
の
二
種
の

因
果
を
共
通
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
研
究
の
経
緯
を
回
顧
し
た
理
由
は
、
私
の
慧
遠
研
究
は
中
間
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地
点
に
差
し
掛
か
っ
て
お
り
、
一
端
、
問
題
を
整
理
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
慧
遠
研
究
に
即
し
て
如
来
蔵
思
想
と
浄
土
思
想
の
問
題
を
再
整
理
す

れ
ば
、
先
行
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の
テ
ー
マ
は
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は

無
か
っ
た
。
例
え
ば
、
慧
遠
研
究
の
基
礎
を
築
い
た
吉
津
宜
英
氏
は
、
慧
遠
の
浄

土
思
想
に
関
す
る
論
文
を
一
篇
も
執
筆
し
て
い
な
い

（
９
）。

ま
た
、
一
般
に
慧
遠
の
浄

土
思
想
は
、
中
国
浄
土
思
想
研
究
の
一
環
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
し
か
し
、
中
国
浄

土
教
の
研
究
者
た
ち
は
、
慧
遠
の
浄
土
思
想
以
外
は
殆
ど
論
究
し
て
い
な
い
。
つ

ま
り
、
慧
遠
研
究
に
お
い
て
、
如
来
蔵
思
想
と
浄
土
思
想
の
関
係
は
未
知
の
課
題

と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
私
は
、
慧
遠
の
如
来
蔵
思
想
を
優
先
し
て
研
究
し
て
お
り

）
10
（

、
浄
土
思

想
に
つ
い
て
考
察
し
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
の
注
釈
書
の
成
立
順
序
か
ら

み
れ
ば
、
慧
遠
の
関
心
は
如
来
蔵
思
想
か
ら
浄
土
思
想
へ
と
、
ゆ
る
や
か
に
転
換

し
て
ゆ
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
本
論
文
で
は
、
こ
の
よ
う
な
慧
遠
の
思
想
転
換

を
問
題
意
識
の
主
軸
に
お
き
な
が
ら
、
慧
遠
の
浄
土
思
想
の
問
題
群
を
整
理
し
て

み
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
作
業
に
お
い
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
法
然
を
起
源
と

す
る
日
本
の
浄
土
教
の
思
想
か
ら
距
離
を
取
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
仏
教
に
お
け

る
法
然
の
偉
大
性
は
、
多
く
の
人
々
が
繰
り
返
し
語
り
、
私
が
贅
言
を
尽
く
す
こ

と
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
法
然
以
前
」
の
浄
土
思
想
に
そ
れ
を
反
映
さ
せ
れ
ば
、

結
局
、
慧
遠
の
浄
土
思
想
は
「
法
然
未
満
」
あ
る
い
は
「
善
導
未
満
」
の
思
想
と

位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

参
考
ま
で
に
慧
遠
の
浄
土
思
想
関
連
文
献
の
成
立
順
序
の
仮
説
を
再
提
示
し
て

お
く
の
で

）
11
（

、
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。

（
１
）『
大
乗
義
章
』
巻
第
一
九
「
浄
土
義
」（
第
一
期
と
同
時
期
）

（
２
）『
維
摩
義
記
』（
第
三
期
）、『
無
量
寿
経
義
疏
』（
第
三
期
）

（
３
）『
観
無
量
寿
経
義
疏
』（
第
四
期
）

※
『
大
乗
義
章
』「
三
仏
義
」
は
加
筆
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
保
留

）
12
（

　
　
　

第
二
節　
『
大
乗
義
章
』
と
浄
土
思
想
関
連
文
献

　

慧
遠
の
『
大
経
義
疏
』
と
『
観
経
義
疏
』
に
は
共
通
の
際
立
っ
た
思
想
的
特
徴

が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
二
種
の
註
釈
書
に
は
、
慧
遠
特
有
の
識
論
に
関
す
る
用
語

が
皆
無
と
い
う
こ
と
で
あ
る

）
13
（

。
第
一
期
（
ａ
ｂ
）
の
『
勝
鬘
義
記
』『
十
地
義
記
』、

第
二
期
の
『
涅
槃
義
記
』、
第
三
期
の
『
維
摩
義
記
』
に
は
、
必
ず
識
論
に
関
す

る
用
語
、
及
び
教
義
が
論
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
所
釈
の
経
論
の
う
ち
『
十

地
経
論
』
を
除
く
他
の
経
典
は
必
ず
し
も
識
論
を
解
説
す
る
文
献
と
は
言
え
な

い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
慧
遠
は
識
論
を
経
論
に
読
み
込
み
続
け
た
。
無

論
、『
大
乗
義
章
』
全
篇
に
お
い
て
も
識
論
は
重
要
な
論
点
で
あ
る

）
14
（

。
し
か
し

『
大
経
義
疏
』
と
『
観
経
義
疏
』
に
は
識
論
に
関
す
る
語
は
な
い
。

　

慧
遠
思
想
の
中
心
が
真
識
と
妄
識
の
識
論
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
け
ば
、
識

論
の
欠
如
は
注
意
す
べ
き
特
徴
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
『
観
経
義
疏
』
は
「
仏
性
」

「
如
来
蔵
」「
法
性
」
の
語
も
な
い

）
15
（

。
そ
れ
に
類
す
る
語
と
し
て
、『
観
経
義
疏
』

に
は
「
真
如
」）

16
（

が
一
例
、「
法
身
」）

17
（

が
七
例
あ
る
。
た
だ
し
、「
真
如
」
も
「
法

身
」
も
仏
（
or
諸
仏
）
の
特
質
を
説
明
す
る
際
に
使
用
さ
れ
、
衆
生
に
内
在
す
る
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「
仏
性
」
や
「
如
来
蔵
」
と
い
う
意
味
で
は
使
用
さ
れ
な
い
。
か
つ
て
ジ
ョ
ア
キ

ン
・
モ
ン
テ
イ
ロ
氏
は
、
善
導
（
六
一
三
〜
六
八
一
）
の
『
観
無
量
寿
経
疏
』（
略
称

『
観
経
疏
』）
に
「
仏
性
」
や
「
如
来
蔵
」
の
語
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

）
18
（

。

　

如
来
蔵
や
仏
性
の
よ
う
な
用
語
は
、
善
導
の
著
述
に
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ

て
い
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、「
真
如
」
や
「
法
性
」
が
良
く
用
い
ら

れ
て
い
る
か
ら
、善
導
の
仏
身
観
が
三
身
説
で
あ
る
と
了
解
す
る
場
合
に
は
、

全
く
根
拠
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。

　

こ
の
モ
ン
テ
イ
ロ
氏
の
指
摘
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
氏
の
炯
眼
を
示
す
も
の

で
あ
る

）
19
（

。
し
か
し
『
観
無
量
寿
経
』
を
註
釈
す
る
上
で
「
仏
性
」
や
「
如
来
蔵
」

を
用
い
な
い
こ
と
は
、
善
導
固
有
の
特
徴
で
は
な
く
、
慧
遠
『
観
経
義
疏
』
か
ら

善
導
へ
と
継
承
さ
れ
た
特
徴
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
善
導
の
思
想
を
如
来
蔵
思
想
批

判
と
見
做
す
場
合

）
20
（

、
慧
遠
と
善
導
の
思
想
を
混
在
さ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
は
許
容

で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、『
観
無
量
寿
経
』
を
註
釈
す
る
際
に
「
仏
性
」「
如

来
蔵
」
の
語
を
使
用
し
な
い
こ
と
は
、
慧
遠
と
善
導
の
共
通
の
特
徴
で
あ
り
、
両

者
の
間
に
差
異
は
無
い
。「
仏
性
」
等
の
用
例
の
欠
如
か
ら
、
私
は
慧
遠
が
『
観

経
義
疏
』
に
お
い
て
如
来
蔵
思
想
を
批
判
し
た
と
は
全
く
考
え
て
い
な
い
。
し
か

し
慧
遠
『
観
経
義
疏
』
が
如
来
蔵
思
想
か
ら
距
離
を
取
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。
即
ち
、
慧
遠
は
『
大
経
義
疏
』
で
は
識
論
か
ら
距
離
を
取
り
、
さ
ら
に

『
観
経
義
疏
』
で
は
如
来
蔵
思
想
か
ら
も
距
離
を
取
る
。
こ
れ
は
偶
然
な
の
だ
ろ

う
か
。
そ
こ
で
『
大
乗
義
章
』
と
比
較
し
て
み
た
い
。

　

慧
遠
の
『
大
乗
義
章
』
と
『
大
経
義
疏
』『
観
経
義
疏
』
と
で
は
、
問
題
に
し

て
い
る
思
想
領
域
が
少
し
異
質
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
『
大
乗
義
章
』
巻
第
一
九

「
浄
土
義
」
を
前
提
に
す
れ
ば
、『
大
乗
義
章
』
は
浄
土
思
想
と
無
関
係
で
は
な

い
。
慧
遠
の
浄
土
思
想
に
だ
け
関
心
を
向
け
れ
ば
、「
浄
土
義
」
は
『
大
乗
義
章
』

と
『
大
経
義
疏
』『
観
経
義
疏
』
を
接
合
す
る
文
献
と
な
る
。
し
か
し
『
大
乗
義

章
』
全
篇
の
中
で
浄
土
思
想
を
主
題
に
す
る
の
は
、「
浄
土
義
」
だ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
両
者
の
思
想
領
域
の
異
質
性
を
考
え
て
み
た
い
。

　

吉
津
宜
英
氏
の
『
大
乗
義
章
』
の
引
用
文
献
の
整
理
に
よ
れ
ば
、『
大
乗
義
章
』

に
は
『
無
量
寿
経
』
と
『
観
無
量
寿
経
』
か
ら
主
題
を
採
用
し
た
義
科
は
な
い

）
21
（

。

し
か
し
「
浄
土
義
」
の
中
に
「
四
十
八
弘
誓
願
」）

22
（

の
語
が
あ
る
の
で
、「
浄
土
義
」

の
執
筆
段
階
で
、
慧
遠
は
『
無
量
寿
経
』
を
知
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し

「
浄
土
義
」
の
主
題
は
諸
仏
の
国
土
の
体
系
化
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
と
極
楽
は
そ

の
例
示
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
『
大
乗
義
章
』
全
篇
に
お
い
て
も
、
阿
弥
陀

仏
に
言
及
す
る
の
は
、「
浄
土
義
」
と
「
五
眼
義
」）

23
（

だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
『
大

乗
義
章
』
は
浄
土
思
想
と
無
関
係
で
は
無
い
が
、
そ
の
言
及
の
仕
方
は
限
定
的
な

文
献
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
を
掘
り
下
げ
る
た
め
に
、
著
作
の
内
容
と
成

立
順
序
の
二
つ
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　

先
に
著
作
の
内
容
に
つ
い
て
考
察
す
る
。『
大
乗
義
章
』
と
『
大
経
義
疏
』『
観

経
義
疏
』
の
内
容
上
の
顕
著
な
相
違
は
、
前
者
に
識
論
が
多
用
さ
れ
、
後
者
に
識

論
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
の
他
に
、「
往
生
」
の
語
の
問
題
も
あ
る
。「
往
生
」
の
語

は
『
大
乗
義
章
』
に
三
例
し
か
な
い
が

）
24
（

、『
大
経
義
疏
』
に
五
四
例
（
上
巻
一
例
、

下
巻
五
三
例
）、『
観
経
義
疏
』
に
六
二
例
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
大
乗
義
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章
』
は
「
往
生
」
に
関
心
が
希
薄
な
著
作
で
あ
り
、『
大
経
義
疏
』
と
『
観
経
義

疏
』
は
「
往
生
」
に
関
心
が
濃
厚
な
著
作
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、『
大
乗

義
章
』「
浄
土
義
」
も
「
往
生
」
を
主
題
と
す
る
著
作
で
は
な
く
、『
大
乗
義
章
』

に
お
い
て
浄
土
思
想
は
「
往
生
」
と
必
ず
し
も
結
び
つ
か
な
い
こ
と
に
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う25

。

　

次
に
著
作
の
成
立
順
序
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
慧
遠
の
註
釈
書
の
成
立
順
序

に
関
す
る
私
の
仮
説
に
よ
れ
ば
、『
大
経
義
疏
』
と
『
観
経
義
疏
』
は
順
に
第
三

期
と
第
四
期
に
属
し
、
現
存
す
る
著
作
の
中
で
は
比
較
的
後
期
に
属
す
る

）
26
（

。
問
題

は
『
大
経
義
疏
』『
観
経
義
疏
』
の
成
立
時
期
と
、『
大
乗
義
章
』
の
編
纂
時
期
の

見
積
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
確
定
す
る
根
拠
は
な
い
。
寧
ろ
『
大
経
義
疏
』
と
『
観

経
義
疏
』
の
成
立
を
根
拠
に
し
て
、『
大
乗
義
章
』
の
編
纂
時
期
を
推
定
す
る
べ

き
だ
と
考
え
て
い
る
。

　
『
大
乗
義
章
』
は
「
教
理
集
成
文
献
」
の
一
種
で
あ
る
が
、
荒
牧
典
俊
氏
に
よ

れ
ば
「
教
理
集
成
文
献
」
は
、「
章
」
形
式
と
仮
称
さ
れ
る
講
義
と
問
答
の
結
果

と
し
て
発
達
す
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る

）
27
（

。
荒
牧
氏
の
想
定
を
前
提
に
し
た
場
合
、

慧
遠
の
『
無
量
寿
経
』
と
『
観
無
量
寿
経
』
を
主
題
と
す
る
講
義
は
、『
大
乗
義

章
』
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
即
ち
、『
大
経
義
疏
』
と
『
観
経
義
疏
』
の
成
立

以
前
に
、『
大
乗
義
章
』
五
聚
の
う
ち
前
四
聚
は
一
応
編
纂
を
終
え
て
い
る
と
推

定
さ
れ
る

）
28
（

（
第
五
聚
は
散
逸
）。
慧
遠
の
『
無
量
寿
経
』
と
『
観
無
量
寿
経
』
の
講

義
の
時
期
は
い
つ
な
の
か
。
こ
れ
を
推
定
す
る
材
料
は
全
く
無
い
。『
続
高
僧
伝
』

に
収
録
さ
れ
る
慧
遠
と
弟
子
の
伝
記
に
も
、
こ
れ
は
全
く
記
さ
れ
て
い
な
い

）
29
（

。

　

こ
の
推
定
の
一
つ
の
問
題
は
、『
大
乗
義
章
』
の
長
安
成
立
説

）
30
（

（
最
晩
年
成
立
説
）

と
の
整
合
性
で
あ
る
。『
大
乗
義
章
』
長
安
成
立
説
は
、「
八
識
義
」
に
真
諦
訳

『
摂
大
乗
論
』
と
『
摂
大
乗
論
釈
』
が
利
用
さ
れ
て
お
り
、
慧
遠
が
こ
れ
ら
の
訳

書
を
知
っ
た
の
は
、
長
安
に
お
け
る
曇
遷
（
五
四
二
─
六
〇
七
）
の
『
摂
大
乗
論
』

の
講
義
に
由
来
す
る
の
で
、『
大
乗
義
章
』
は
長
安
時
代
（
最
晩
年
）
の
著
作
と
見

做
す
考
え
方
で
あ
る
。『
大
乗
義
章
』
長
安
成
立
説
を
採
用
す
れ
ば
、『
大
経
義

疏
』『
観
経
義
疏
』
の
撰
述
時
期
を
更
に
そ
の
後
に
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

こ
の
問
題
を
即
座
に
解
決
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
曇
遷
の
『
摂
大
乗

論
』
講
義
に
慧
遠
が
参
加
し
た
こ
と
は
、「
曇
遷
伝
」
だ
け
に
確
認
で
き
る
記
事

な
の
で

）
31
（

、
慧
遠
が
こ
の
時
に
真
諦
訳
『
摂
大
乗
論
』
と
『
摂
大
乗
論
釈
』
を
初
め

て
知
っ
た
と
は
限
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、『
大
乗
義
章
』
前
四
聚
に
『
無
量
寿
経
』
の
影
響
は
ご
く

一
部
に
限
定
さ
れ
、『
観
無
量
寿
経
』
の
影
響
は
皆
無
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
大
乗

義
章
』「
浄
土
義
」
は
、
慧
遠
の
初
期
の
著
作
の
一
つ
で
あ
る
も
の
の
、
あ
く
ま

で
も
諸
仏
の
仏
国
土
を
体
系
的
に
解
説
す
る
文
献
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
と
極
楽
は

そ
の
例
示
に
過
ぎ
な
い
。
慧
遠
の
後
期
の
著
作
、『
大
経
義
疏
』『
観
経
義
疏
』
に

注
目
す
れ
ば
、
彼
は
次
第
に
浄
土
思
想
の
中
で
も
阿
弥
陀
仏
に
関
心
を
深
め
、

「
往
生
」
を
主
題
と
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
　

第
三
節　
『
維
摩
義
記
』
の
成
立
に
つ
い
て

　
『
維
摩
義
記
』
は
、
慧
遠
の
註
釈
書
の
中
で
転
換
期
を
象
徴
す
る
著
作
と
考
え
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ら
れ
る

）
32
（

。
私
の
仮
説
が
妥
当
で
あ
れ
ば
、
慧
遠
は
第
三
期
の
註
釈
書
『
維
摩
義

記
』
と
『
大
経
義
疏
』
を
経
て
、
第
四
期
の
註
釈
書
『
観
経
義
疏
』
を
撰
述
す

る
。
換
言
す
れ
ば
、
慧
遠
は
『
維
摩
義
記
』
の
撰
述
の
頃
か
ら
浄
土
思
想
に
関
心

を
転
換
し
、
徐
々
に
阿
弥
陀
仏
に
魅
了
さ
れ
て
ゆ
く
。
無
論
、
慧
遠
は
初
期
に

『
大
乗
義
章
』「
浄
土
義
」
の
よ
う
に
、
す
で
に
第
一
期
の
註
釈
書
と
同
時
期
に

「
浄
土
」
に
注
目
し
て
い
る
の
で
、
第
三
期
の
頃
に
「
浄
土
」
を
知
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
維
摩
義
記
』『
大
経
義
疏
』『
観
経
義
疏
』

を
撰
述
す
る
第
三
期
か
ら
第
四
期
は
、
浄
土
思
想
に
集
中
す
る
期
間
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
転
換
期
間
は
慧
遠
の
晩
年
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る

）
33
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
一
般
に
『
無
量
寿
経
』
と
『
観
無
量
寿
経
』
は
「
浄
土
経

典
」（
or
「
浄
土
三
部
経
」
の
二
経
）
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、『
維
摩
経
』

は
「
浄
土
経
典
」
と
し
て
の
認
知
度
は
そ
こ
ま
で
高
く
な
い
。
こ
れ
は
法
然
が

『
選
択
本
願
念
仏
集
』
第
一
章
に
お
い
て
、「
正
明
往
生
浄
土
之
教
」
と
し
て
「
浄

土
三
部
経
」（『
無
量
寿
経
』『
観
無
量
寿
経
』『
阿
弥
陀
経
』）
と
い
う
枠
組
を
提
示
し

）
34
（

、

そ
れ
が
法
然
門
下
を
超
え
て
「
浄
土
経
典
」
の
中
核
を
形
成
し
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、「
浄
土
三
部
経
」
は
「
法
然
以
前
」
に
存
在
し
な
い
分
類
で
あ
り
、

ま
た
中
国
の
浄
土
思
想
は
『
維
摩
経
』
を
除
外
し
て
語
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
慧
遠
と
い
う
一
仏
教
思
想
家
を
介
し
て
浄
土
思
想
を
理
解
す
る
時
、『
維
摩

経
』『
無
量
寿
経
』『
観
無
量
寿
経
』
に
も
共
通
性
は
あ
る
。

　

慧
遠
の
『
維
摩
義
記
』
の
撰
述
か
ら
隋
代
に
至
る
ま
で
、
中
国
で
は
「『
維
摩

経
』
の
時
代
」
が
到
来
す
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
は
、
智
顗
撰
「
維
摩
経
疏
」

と
吉
蔵
撰
「
維
摩
経
疏
」
の
成
立
で
あ
る
。
智
顗
『
維
摩
経
玄
疏
』
は
「
仏
国
因

果
」、
吉
蔵
『
浄
名
玄
論
』
と
『
維
摩
経
義
疏
』
は
「
法
身
因
果
」
と
「
浄
土
因

果
」
を
経
典
解
釈
の
柱
と
す
る
（『
維
摩
経
略
疏
』
は
「
浄
土
因
果
」
の
み
）。「
仏
国
」

あ
る
い
は
「
浄
土
」
は
浄
土
思
想
の
基
本
概
念
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
註
釈
方
法

は
、
慧
遠
が
『
維
摩
義
記
』
お
い
て
『
維
摩
経
』
を
「
法
身
因
果
」
と
「
浄
土
因

果
」
の
二
種
因
果
に
よ
っ
て
解
釈
し
た
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い

）
35
（

。
つ
ま
り
、
中
国

に
「『
維
摩
経
』
の
時
代
」
と
い
う
も
の
到
来
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
有
力
な
牽

引
者
は
慧
遠
で
あ
り
、
モ
デ
ル
は
『
維
摩
義
記
』
で
あ
っ
た

）
36
（

。

　

慧
遠
は
「
法
身
因
果
」
と
「
浄
土
因
果
」
の
二
種
の
因
果

）
37
（

を
基
準
に
し
て
、

『
維
摩
経
』
全
一
四
品
の
う
ち
一
二
品
を
読
解
し
て
い
る

）
38
（

。

第
一
会
（
菴
羅
会
）

　
　
　
　
「
仏
国
品
」
…
「
合
蓋
現
変
顕
示
如
来
不
思
議
力
」
＝
「
法
身
果
」

　
　
　
　
「
仏
国
品
」
…
「
宝
積
讃
歎
発
心
願
求
」
＝
「
法
身
因
」

　
　
　
　
「
仏
国
品
」
…
「
宝
積
復
〔
士
〕
顕
示
」
＝
「
浄
土
因
果
」

第
二
会
（
維
摩
室
）

　
　
　
　
「
方
便
品
」
〜
「
入
不
二
法
門
品
」
＝
「
法
身
因
果
」

　
　
　
　
「
香
積
品
」
＝
「
浄
土
因
果
」

第
三
会
（
重
会
菴
羅
）

　
　
　
　
「
菩
薩
行
品
」
＝
「
法
身
・
浄
土
因
」

　
　
　
　
「
見
阿
閦
仏
品
」
＝
「
法
身
・
浄
土
果
」

　
『
維
摩
義
記
』
に
よ
れ
ば
、
慧
遠
以
前
の
多
く
の
人
々
（「
人
多
」））

39
（

は
、
第
一
会
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と
第
二
会
を
「
如
来
浄
土
因
果
」、
第
三
会
を
「
如
来
法
身
因
果
」
と
大
雑
把
に

判
別
し
て
お
り
（「
麁
判
」）、
慧
遠
の
解
釈
は
そ
れ
を
受
け
て
詳
細
に
し
た
も
の
ら

し
い

）
40
（

。
　
［
１
］
人
多
麁
判
。
初
之
二
会
、
偏
明
如
来
浄
土
因
果
。
第
三
会
中
、
偏

明
如
来
法
身
因
果
。（
同
、
四
二
二
下
一
七
─
一
八
）

　

多
く
の
人
々
は
大
雑
把
に
判
別
す
る
。
始
め
の
二
会
は
如
来
浄
土
の
因
果

を
明
示
し
、
第
三
会
は
専
ら
如
来
法
身
の
因
果
を
明
示
す
る
。

　

こ
の
言
葉
を
信
じ
れ
ば
、「
浄
土
因
果
」
と
「
法
身
因
果
」
の
語
は
慧
遠
の
創

設
で
は
な
い
の
で
、『
維
摩
経
』
古
釈
（「
人
多
麁
判
」）
→
『
維
摩
義
記
』
と
い
う

順
序
で
二
種
の
因
果
は
展
開
し
た
と
想
定
で
き
る
。
こ
の
想
定
が
妥
当
で
あ
れ

ば
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
想
定
が
成
立
す
る
。
即
ち
『
大
経
義
疏
』
が
『
無
量
寿

経
』
の
宗
を
、
無
量
寿
仏
の
「
所
行
」（
法
身
・
浄
土
之
因
）
と
「
所
成
」（
法
身
・
浄

土
之
果
」）
と
「
摂
化
」（
普
摂
十
方
有
縁
衆
生
、
同
往
彼
国
）
と
規
定
し
、
さ
ら
に

四
十
八
願
を
「
摂
法
身
願
」「
摂
浄
土
願
」「
摂
衆
生
願
」
に
分
類
す
る
の
は

）
41
（

、

『
維
摩
義
記
』
の
二
種
の
因
果
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
維
摩
経
』

古
釈
→
『
維
摩
義
記
』
→
『
大
経
義
疏
』
と
い
う
成
立
順
序
が
推
定
さ
れ
る
。
そ

し
て
慧
遠
を
介
す
る
二
種
の
因
果
に
よ
る
経
典
読
解
は
、
後
世
に
強
い
影
響
を
与

え
た
。

　

Ａ
『
維
摩
経
』
の
註
釈
書

１ 

未
詳
『
維
摩
経
疏
』）

42
（

（
擬
題
、
大
正
八
五
、二
七
七
一
番
）
…
「
法
身
因
果
」
と

「
浄
土
因
果
」

２ 

未
詳
『
維
摩
経
疏
』
巻
第
三
、
巻
第
六

）
43
（

（
擬
題
、P.2049

、P.2040

）
…
「
浄

土
因
果
」

３ 

智
顗
『
維
摩
経
文
疏
』）

44
（

…
「
仏
国
因
果
」（
浄
土
因
果
）
と
「
法
身
正
報
因
果
」

４ 

吉
蔵
『
浄
名
玄
論
』）

45
（

…
「
浄
土
因
果
」
と
「
法
身
因
果
」

５ 

吉
蔵
『
維
摩
経
義
疏
』）

46
（

…
「
浄
土
因
果
」
と
「
法
身
因
果
」

６ 

吉
蔵
『
維
摩
経
略
疏
』）

47
（

「
浄
土
因
果
」

　

Ｂ
『
無
量
寿
経
』
の
註
釈
書

）
48
（

１ 

元
暁
『
両
巻
無
量
寿
経
宗
要
』）

49
（

…
「
浄
土
因
果
」
と
「
摂
物
」（
＝
摂
化
）

２ 

玄
一
『
無
量
寿
経
記
』）

50
（

…
「
浄
土
因
果
」

３ 

憬
興
『
無
量
寿
経
連
義
述
文
讃
』）

51
（

…
「
浄
土
因
果
」
と
「
往
生
因
果
」「
所

摂
」（
＝
摂
化
）

　

Ｃ
『
観
無
量
寿
経
』
の
註
釈
書

１ 

吉
蔵
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』）

52
（

…
「
浄
土
因
果
」
と
「
勧
物
」（
＝
摂
化
）

　

Ｄ
三
階
教
文
献

１ 

『
対
根
起
行
法
』）

53
（

（S.2446

）
…
「
浄
土
因
果
」
と
「
三
仏
因
果
」（
法
身
因
果
）

　

右
の
一
一
種
の
文
献
が
、
直
接
的
に
慧
遠
の
二
種
の
因
果
を
参
照
し
た
の
か
、

詳
細
に
吟
味
す
る
必
要
は
あ
る
。
し
か
し
そ
の
起
源
は
、
慧
遠
『
維
摩
義
記
』
→

『
大
経
義
疏
』
に
お
け
る
二
種
の
因
果
の
展
開
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
慧
遠
の

『
維
摩
義
記
』
→
『
大
経
義
疏
』
と
い
う
成
立
順
序
を
中
国
の
浄
土
思
想
史
に
位

置
づ
け
な
け
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
一
一
種
の
中
国
・
韓
国
の
浄
土
思
想
史
の
位
置

づ
け
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
東
ア
ジ
ア
の
浄
土
思
想
を
考
え
る
場
合
、
浄
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土
思
想
（
諸
仏
と
そ
の
国
土
に
関
す
る
思
想
）
と
浄
土
教
（
阿
弥
陀
仏
と
極
楽
に
関
す
る
思

想
）
を
区
別
す
る
見
方
は
有
効
で
は
な
く
、
浄
土
教
は
浄
土
思
想
の
一
形
態
と
し

て
展
開
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
慧
遠
個
人
と
右
の
一
一
種
の
文
献
の
作
者
た
ち
に
は
顕
著
な
相
違
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
吉
蔵
を
除
け
ば
、
他
の
人
々
は
一
つ
の
経
典
を
註
釈
す
る
際
に

二
種
の
因
果
を
採
用
し
て
お
り
、
二
種
の
因
果
を
採
用
し
て
複
数
の
経
典
を
註
釈

し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
玄
一
（
七
世
紀
中
頃
）、
憬
興
（
〜
六
八
一
〜
）

等
は
現
存
す
る
著
作
が
乏
し
い
の
で
、
二
種
の
因
果
に
よ
っ
て
『
無
量
寿
経
』
以

外
の
経
典
も
註
釈
し
て
い
た
の
か
、
確
定
で
き
な
い
。
ま
た
元
暁
『
両
巻
無
量
寿

経
宗
要
』、
玄
一
『
無
量
寿
経
記
』、
憬
興
『
無
量
寿
経
連
義
述
文
讃
』
に
法
身
因

果
は
欠
け
て
い
る
の
で
、
法
身
因
果
は
、
新
羅
撰
述
「
無
量
寿
経
疏
」
に
継
承
さ

れ
て
い
な
い

）
54
（

。
現
存
文
献
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
慧
遠
に
お
い
て
『
維
摩
経
』
と

『
無
量
寿
経
』
は
、
二
種
の
因
果
と
い
う
共
通
基
盤
の
下
で
註
釈
さ
れ
て
い
た
が
、

後
世
、
そ
の
共
通
基
盤
と
い
う
視
点
を
失
い
、『
維
摩
経
』
と
『
無
量
寿
経
』
は

個
別
に
解
釈
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
道
綽
（
五
六
二
─
六
四
五
）
は
『
安
楽
集
』
に
お
い
て
、「
大

乗
聖
教
」
を
「
聖
道
」
と
「
往
生
浄
土
」
を
二
分
し
た

）
55
（

。
こ
れ
は
、
法
然
の
『
選

択
集
』
第
一
章
の
「
聖
道
門
」
と
「
浄
土
門
」
を
介
し
て
人
口
に
膾
炙
し
、
現
在

で
も
仏
教
研
究
者
の
間
で
も
強
い
影
響
を
留
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
浄
土

思
想
の
位
置
づ
け
に
お
け
る
一
つ
の
立
場
に
過
ぎ
な
い
。
浄
土
思
想
は
大
乗
思
想

の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
も
の
の
、
大
乗
経
典
を
二
分
し
一
翼
を
担
う
思
想
か
否

か
、
議
論
の
余
地
は
あ
る
だ
ろ
う
。「
浄
土
」
の
観
点
か
ら
大
乗
経
典
を
二
分
す

る
の
は
、
中
国
で
は
一
般
化
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
、
大
乗
思
想
に

お
い
て
浄
土
思
想
の
意
味
を
考
慮
し
な
い
こ
と
も
乱
暴
な
話
と
思
わ
れ
る
。
大
乗

経
典
に
は
、
他
国
土
に
出
現
す
る
こ
と
が
成
仏
の
条
件
と
し
て
描
か
れ

）
56
（

、
成
仏
と

国
土
の
浄
化
は
一
組
で
あ
り
、
対
立
概
念
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
慧
遠

に
よ
れ
ば
、「
聖
教
」
は
「
声
聞
蔵
」
と
「
菩
薩
蔵
」
に
二
分
さ
れ
、
そ
の
内
、

「
菩
薩
蔵
」
が
「
漸
教
」
と
「
頓
教
」
に
二
分
さ
れ
（
第
五
節
参
照
）、「
浄
土
経
典
」

と
い
う
枠
組
自
体
を
設
定
す
る
こ
と
は
無
い
。「
法
然
以
前
」
は
「
浄
土
経
典
」

と
い
う
枠
組
を
使
用
し
な
い
で
浄
土
思
想
を
研
究
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

慧
遠
は
『
維
摩
義
記
』
か
ら
『
大
経
義
疏
』
へ
と
二
種
の
因
果
を
展
開
さ
せ
た

が
、
そ
れ
は
『
維
摩
経
』
と
『
無
量
寿
経
』
の
共
通
性
を
思
考
す
る
こ
と
で
も

あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
経
典
観
は
後
世
に
継
承
さ
れ
ず
に
、
浄
土
思
想

と
浄
土
教
は
乖
離
し
分
裂
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　

第
四
節　

宝
積
と
法
蔵

　

本
節
で
は
、
慧
遠
の
『
維
摩
義
記
』
と
『
大
経
義
疏
』
を
介
し
て
、『
維
摩
経
』

と
『
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
具
体
的
な
テ
ー
マ
は
、『
維
摩
経
』

「
仏
国
品
」
に
お
け
る
主
人
公
の
宝
積
（R

atnākara

）
と
、『
無
量
寿
経
』
に
お
け

る
主
人
公
の
法
蔵
（D

harm
ākara

）
で
あ
る
。『
維
摩
義
記
』［
２
］
は
、『
維
摩

経
』「
仏
国
品
」
に
お
い
て
、
長
者
子
の
宝
積
が
仏
を
偈
文
に
よ
っ
て
讃
嘆
し
、

菩
提
心
を
起
こ
し
た
直
後
の
長
行
部
分
の
註
釈
文

）
57
（

、『
大
経
義
疏
』［
３
］
は
、
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『
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
、
法
蔵
比
丘
が
世
自
在
王
仏
を
偈
文
に
よ
っ
て
讃
嘆
し
、

菩
提
心
を
起
こ
し
た
直
後
の
長
行
部
分
の
註
釈
文
で
あ
る
。

　
［
２
］
何
故
道
此
。「
心
」
為
行
本
。
明
已

）
58
（

有
本
、
唯
須
修
行
、
生
後
請
也
。

「
願
聞
得
」
下
、
正
宣
請
辞
。「
願
聞
得
仏
国
土
清
浄
」
彰
己
所
求
。
求
聞
当

）
59
（

果
。「
願
聞
得
仏
」
求
聞
正
果
。「
願
聞
土
浄
」
求
聞
依
果
。
此
成
依
果
、
約

正
以
弁
。「
唯
世
尊
説
諸
菩
薩
淨
土
行
」
者
、
請
説
土
因
。
唯
是
敬
辞
、
亦

是
專
義
。
專
求
如
来
説
浄
土
行
、
故
言
「
唯
願
」。
前
就
果
徳
、
彰
己
願
聞

略
不
請
説
。
此
就
因
行
唯
明
請
説
、不
彰
願
聞
。
言
之
隱
顕
道
理
斉
通
。（『
維

摩
義
記
』
大
正
三
八
、四
三
四
下
二
五
─
四
三
五
上
二
、S.2688

、
大
正
八
五
、三
六
二
上

一
七
─
二
五
）

　

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
言
う
の
か
。〔
菩
提
〕
心
を
行
の
根
本
と
す
る
〔
か
ら

で
あ
る
〕。
す
で
に
〔
五
百
人
の
長
者
の
子
た
ち
は
行
の
〕
根
本
（
＝
菩
提
心
）

が
備
わ
っ
た
の
で
、
ひ
た
す
ら
修
行
す
べ
く
〔
菩
提
心
を
起
こ
し
た
〕
後
に

請
願
を
生
じ
た
の
で
あ
る
。「
願
わ
く
は
〔
〜
を
〕
得
る
こ
と
を
お
聞
か
せ

下
さ
い
」
の
下
は
、
正
し
く
「
請
願
」
の
辞
で
あ
る
。「
願
わ
く
は
仏
国
土

を
浄
化
し
得
る
こ
と
を
お
聞
か
せ
下
さ
い
」
と
は
、
自
分
（
宝
積
）
の
願
い

求
め
る
と
こ
ろ
を
明
に
す
る
。〔
宝
積
は
〕
未
来
の
果
を
聞
き
た
い
と
願
い

求
め
て
い
る
。「
願
わ
く
は
仏
を
得
る
こ
と
を
お
聞
か
せ
下
さ
い
」
と
は
、

正
〔
報
の
〕
果
に
つ
い
て
聞
く
こ
と
を
願
い
求
め
る
。「
願
わ
く
は
〔
仏
国
〕

土
を
浄
化
し
得
る
こ
と
を
お
聞
か
せ
下
さ
い
」
と
は
、
依
〔
報
の
〕
果
に
つ

い
て
聞
く
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
依
〔
報
の
〕
果
を
成
就
し
、正
〔
報

の
果
〕
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る

）
60
（

。

　
「
ひ
た
す
ら
お
願
い
し
ま
す
、
世
尊
よ
、
菩
薩
た
ち
が
国
土
を
浄
化
す
る

行
を
お
説
き
く
だ
さ
い
」
と
は
、
国
土
〔
を
浄
化
す
る
〕
因
を
説
示
さ
れ
る

こ
と
を
請
願
す
る
。「
唯
」
は
尊
敬
の
辞
、
ま
た
は
専
念
の
意
味
で
あ
る
。

如
来
が
国
土
を
浄
化
す
る
行
を
説
示
す
る
こ
と
を
専
ら
求
め
る
の
で
、「
ひ

た
す
ら
願
う
」
と
言
う
。
前
は
果
の
徳
に
つ
い
て
は
、
自
分
が
願
い
聞
く
こ

と
を
明
に
す
る
も
、
略
し
て
説
示
を
請
わ
な
い
。
こ
こ
で
は
因
た
る
行
に
つ

い
て
、
ひ
た
す
ら
説
示
を
請
う
こ
と
を
明
示
し
、「
願
い
聞
く
」
こ
と
を
明

示
し
な
い
。
こ
れ
は
隠
と
顕
の
道
理
で
あ
り
、
等
し
く
共
通
す
る
。

　
［
３
］「
心
」
為
行
本
。
彰
已

）
61
（

有
本
。
明
堪
起
行
。
生
後

）
62
（

請
也
。「
願
佛
為

我
廣
說
經
法
」
正
請
宣
説
。「
我
当
修
」
等
、
彰
請
所
為
。
所
為
有
三
。
一

是
所
行
。
二
是
所
成
。
三
是
所
摂
。「
我
当
修
行
」
是
其
初
門
。
修
行
法
身

淨
土
之
因
。「
摂
取
」
已
下
、
是
第
二
門
。
明
己
所
成
身
所
成
土
「
摂
取
仏

国
清
淨
荘
厳
」
等
、是
所
成
土
。「
於
世
速
成
」
是
所
成
身
。「
拔
生
死
」
等
、

是
第
三
門
。
明
己
所
摂
、
摂
取
衆
生
、
教
化
令
出
生
死
苦
本
。「
拔
生
死
」

者
出
生
死
果
。「
拔
懃
苦
本
」
離
生
死
因
。
由
因
数
受
生
死
之
苦
。
故
名
彼

因
為
「
勤
苦
本
」。（『
大
経
義
疏
』
大
正
三
七
、一
〇
二
下
五
─
一
五
）

　
〔
菩
提
〕
心
を
行
の
根
本
と
す
る
。
す
で
に
〔
法
蔵
比
丘
は
行
の
〕
根
本

が
備
わ
り
、
行
を
起
こ
す
こ
と
に
堪
え
る
こ
と
を
明
示
し
、
後
に
請
願
を
生

じ
た
の
で
あ
る
。「
お
願
い
致
し
ま
す
。
仏
よ
、
私
の
た
め
に
広
く
経
法
を

説
示
し
て
下
さ
い
」と
は
、正
し
く
演
説
を
請
う
。「
私
は
必
ず
修
行
し
ま
す
」
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と
は
、
な
す
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
。
な
す
べ
き
こ
と
と
は
三
種
で
あ
る
。

第
一
は
「
所
行
」、
第
二
は
「
所
成
」、
第
三
は
「
所
摂
」
で
あ
る
。「
我
は

必
ず
修
行
し
ま
す
」
と
は
第
一
番
目
（
所
行
）
で
あ
り
、「
法
身
」
と
「
浄
土
」

の
因
を
修
行
す
る
。「
摂
取
」
以
下
は
第
二
番
目
（
所
成
）
で
あ
る
。
自
己
の

「
所
成
の
〔
仏
〕
身
」
と
「
所
成
の
国
土
」
を
明
示
す
る
。「
仏
の
国
土
を
摂

取
し
浄
化
し
荘
厳
に
す
る
」
等
は
、「
所
成
の
国
土
」
で
あ
る
。「
こ
の
世
界

に
お
い
て
速
や
か
に
成
就
す
る
」
と
は
、
こ
れ
は
「
所
成
の
〔
仏
〕
身
」
で

あ
る
。「
輪
廻
か
ら
抜
く
」
等
と
は
、
こ
れ
は
第
三
番
目
（
所
摂
）
で
あ
る
。

自
分
の
「
所
摂
」
を
明
示
す
る
と
は
、
衆
生
を
摂
取
し
、
教
化
し
て
輪
廻
の

苦
の
根
本
か
ら
出
離
さ
せ
る
。「
輪
廻
か
ら
抜
く
」
と
は
、
輪
廻
の
果
か
ら

出
離
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。「
苦
の
根
本
か
ら
抜
く
」
と
は
、
輪
廻
の
因
か

ら
離
れ
さ
せ
る
。〔
衆
生
は
輪
廻
の
〕
因
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
生
死
の
苦
を

受
け
る
。
そ
の
故
に
彼
の
因
を
名
づ
け
て
「
苦
の
根
本
」
と
す
る
。

　
『
維
摩
義
記
』［
２
］
と
『
大
経
義
疏
』［
３
］
を
比
較
す
れ
ば
、
慧
遠
の
註
釈

は
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
特
に
文
章
上
も
一
致
す
る
部

分
を
別
出
す
れ
ば
次
の
通
り
。

『
維
摩
義
記
』［
２
］
： 

心
為
行
本
。明
已
有
本
。唯
須
修
行
、生
後
請
也
。「
願

聞
得
」
下
、
正
宣
請
辞
。

『
大
経
義
疏
』［
３
］
： 

心
為
行
本
。彰
已
有
本
。明
堪
起
行
、生
後
請
也
。「
願

仏
為
我
広
説
経
法
」。
正
請
宣
説
。

　

共
通
の
文
章
構
造
と
し
て
は
、
宝
積
／
法
蔵
が
偈
文
に
よ
っ
て
仏
を
讃
嘆
し
、

そ
の
後
に
菩
提
心
を
起
こ
し
て
、
菩
薩
行
を
実
修
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
仏
に
そ

れ
を
請
求
す
る
と
い
う
形
式
で
あ
る
。
慧
遠
は
、
こ
の
よ
う
に
宝
積
／
法
蔵
に
共

通
性
を
見
出
し
、
こ
の
部
分
を
中
心
に
両
経
を
「
法
身
因
果
」
と
「
浄
土
因
果
」

を
説
示
す
る
経
典
と
見
做
し
た
の
で
あ
る
。『
維
摩
経
』
の
場
合
は
、
こ
の
後
に
、

仏
は
十
七
事
（
直
心
と
深
心
と
菩
提
心
の
三
心
、
六
波
羅
蜜
、
四
無
量
心
、
四
摂
法
、
方
便
、

三
十
七
道
品
、
廻
向
心
、
除
八
難
、
自
守
戒
行
）
を
説
示
し
、『
無
量
寿
経
』
の
場
合
は
、

法
蔵
は
四
十
八
願
を
実
修
す
る
。
菩
薩
行
の
内
容
は
異
な
る
も
の
の
、
基
本
的
骨

格
は
一
致
す
る
。
ま
た
『
大
経
義
疏
』［
３
］
の
「
所
行
」「
所
成
」「
所
摂
」
は

順
番
に
、
法
蔵
比
丘
＝
阿
弥
陀
仏
の
「
法
身
・
浄
土
因
」
と
「
法
身
・
浄
土
果
」

と
「
摂
衆
生
」
に
対
応
す
る
。

　

一
般
に
『
維
摩
経
』
に
お
け
る
長
者
子
の
宝
積
と
、『
無
量
寿
経
』
に
お
け
る

法
蔵
比
丘
は
、
全
く
異
な
る
修
行
者
と
見
做
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
慧
遠
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
な
い
。
宝
積
は
在
家
者
で
あ
り
、
法
蔵
は
出

家
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
共
に
［
２
］
と
［
３
］
の
直
前
の
経
文
で
は
、
仏

の
面
前
（
法
蔵
比
丘
は
世
自
在
王
仏
の
面
前
）
で
「
菩
提
心
」
を
起
こ
し
、
菩
薩
行
を

起
こ
し
て
い
る
と
い
う
共
通
性
を
持
つ
。
即
ち
、
両
者
は
在
家
と
出
家
の
相
違
は

有
っ
て
も
、
共
に
菩
薩
な
の
で
あ
る
。
袴
谷
憲
昭
氏
は
、
法
蔵
比
丘
／
法
蔵
菩
薩

の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

）
63
（

。

　

法
蔵
（D

harm
ākara

）
が
元
来
「
比
丘
（bhikṣ us

）」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
、

「
菩
薩
（bodhisattva

）」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
は
、
意
外
に
も
、
古
訳
の

方
に
却
っ
て
「
菩
薩
」
が
現
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
の
で
俄
か
に
は
決
定
し



11　（岡本一平）

難
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
の
予
測
で
は
、
最
初
期
の
段
階
で
は
仏
の

面
前
で
の
修
行
が
前
提
に
あ
っ
て
「
苦
行
者
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
「
比
丘
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
も
の
が
、
や
が
て
「
菩
薩
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

考
え
る
。（
後
略
）

　

後
略
し
た
部
分
に
、A

.A
shikaga(ed)

に
よ
っ
て
そ
の
複
雑
性
を
示
し
て
い

る
。
し
か
し
、
慧
遠
は
『
無
量
寿
経
』
の
「
法
蔵
比
丘
」
を
「
菩
薩
」
と
解
釈
し

て
い
た
と
想
定
し
て
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
『
大
経
義
疏
』
の
「
比
丘
」
の
定

義
に
示
唆
さ
れ
る
。
慧
遠
は
「
比
丘
」
を
規
定
す
る
際
に
、「
怖
魔
」「
乞
士
」

「
浄
名
」「
浄
持
戒
」「
破
悪
」
の
五
義
を
設
定
す
る

）
64
（

。
こ
の
う
ち
「
怖
魔
」
の
規

定
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
［
４
］
比
丘
胡
語
。
此
方
義
翻
、
乃
有
五
種
。
一
名
怖
魔
。
初
出
家
時
、

令
魔
怯
怖
。
此
義
拠
始
。（『
勝
鬘
義
記
』
新
纂
一
九
、八
七
八
下
一
六
─

一
七
）

　
［
５
］
比
丘
梵
語
。
此
翻
有
五
。
一
名
怖
魔
。
初
出
家
時
、
令
魔
戦
怯
。

魔
性
垢
弊
、
懼
他
勝
己
、
故
生
怯
怖
。（『
涅
槃
義
記
』
大
正
三
七
、六
一
八

中
一
八
─
二
〇
）

　
［
６
］
言
比
丘
者
、
是
外
国
語
。
義
翻
有
五
。
一
名
怖
魔
。
就
始
彰
名
。

初
出
家
時
、
魔
心
戦
怯
、
故
名
怖
魔
。
比
丘
出
家
、
何
關
魔
事
、
乃
令
魔
怯
。

魔
性
妬
弊
、
懼
他
勝
己
。
又
恐
其
人
、
出
家
之
後
、
化
他
同
出
空
其
境
界
。

為
是
戦
怯
。（『
維
摩
義
記
』
大
正
三
八
、四
二
六
中
四
─
八
）

　
［
７
］
比
丘
胡
語
。
此
翻
有
五
。
一
名
怖
魔
。
初
出
家
時
、
発
心
広
大
、

令
魔
戦
怯
。
故
曰
怖
魔
。（『
大
経
義
疏
』
大
正
三
七
、九
三
下
一
五
─
一
九
）

　
［
８
］
比
丘
胡
語
。
此
方
義
翻
、
備
含
五
義
。
一
名
怖
魔
。
将
出
家
時
、

令
魔
戦
怯
。
故
曰
怖
魔
。
比
丘
出
家
、
何
豫
魔
事
、
而
生
恐
怖
。
魔
性
姡
弊
、

懼
他
勝
己
、故
生
怖
畏
。
又
畏
比
丘
化
他
同
出
空
其
境
界
是
故
恐
怖
。
如『
涅

槃
』
説
。
此
之
一
義
、
就
初
彰
名
。（『
観
経
義
疏
』
大
正
三
七
、一
七
五
中

一
二
─
一
七
）

　
［
４
］
─
［
８
］
の
「
怖
魔
」
の
規
定
は
概
ね
一
致
す
る
も
、『
大
経
義
疏
』

［
７
］
だ
け
「
初
出
家
時
」
の
直
後
に
「
発
心
広
大
」
の
語
が
あ
る
。
こ
の
「
発

心
広
大
」
の
語
は
“
発
菩
提
心
”
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
の
語
は
、
慧
遠
の
著
作

で
は
［
７
］
だ
け
に
使
用
さ
れ
て
い
る
異
例
の
用
語
で
あ
る

）
65
（

。
こ
の
「
発
心
広

大
」
が
『
大
経
義
疏
』［
７
］
だ
け
に
使
用
さ
れ
る
理
由
は
、『
無
量
寿
経
』
に
お

い
て
法
蔵
は
「
法
蔵
比
丘
」
と
呼
ば
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
を
菩
薩
と
見
做

し
た
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
比
丘
の
五
義
は
、
仏
の
会
座
に
集
っ
た
四
衆
中
の

「
比
丘
」
の
説
明
に
使
用
さ
れ
、
声
聞
の
男
性
出
家
者
を
意
味
す
る
。
問
題
は
、

比
丘
＝
声
聞
の
男
性
出
家
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
蔵
比
丘
は
菩
提
心
を

起
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
慧
遠
は
『
大
経
義
疏
』
に
お
い
て
「
法
蔵
比
丘
」
を
「
法

蔵
比
丘
」
か
「
法
蔵
」
と
表
記
し
、「
法
蔵
菩
薩
」
と
表
記
す
る
こ
と
は
無
い
。

で
は
、
慧
遠
に
と
っ
て
「
法
蔵
比
丘
」
は
「
菩
薩
」
で
は
な
い
の
か
。
明
言
さ
れ

て
い
な
い
も
の
の
、
お
そ
ら
く
、
慧
遠
は
「
退
菩
提
心
声
聞
」
＝
「
漸
悟
菩
薩
」）

66
（

、

即
ち
“
大
乗
に
転
向
す
る
声
聞
”
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
「
法
蔵
比
丘
」
に
重
ね

合
わ
せ
て
い
た
と
推
定
す
る
。
そ
の
根
拠
が
［
７
］「
発
心
広
大
」
で
あ
る
。
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第
五
節　
「
浄
土
経
典
」
の
教
判
上
の
問
題

　

最
後
に
「
浄
土
経
典
」
の
教
判
上
の
問
題
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
先

述
し
た
通
り
、
一
般
に
「
浄
土
三
部
経
」
と
し
て
『
無
量
寿
経
』『
観
無
量
寿
経
』

『
阿
弥
陀
経
』
は
概
括
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
浄
土
三
部
経
」
と
い
う
枠
組
の
起
源

は
、
法
然
の
『
選
択
集
』
で
あ
る
。
こ
の
「
浄
土
三
部
経
」
の
影
響
力
は
強
く
、

例
え
ば
藤
田
宏
達
氏
の
『
原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
）
は
、

「
浄
土
三
部
経
」
の
内
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
が
存
在
し
、
イ
ン
ド
成
立
が
確
定

で
き
る
『
無
量
寿
経
』
と
『
阿
弥
陀
経
』
を
中
心
に
し
て
、
阿
弥
陀
仏
と
極
楽
に

関
す
る
信
仰
＝
浄
土
教
の
原
初
形
態
を
解
明
し
た
金
字
塔
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の

増
補
改
訂
版
と
も
い
う
べ
き
『
浄
土
三
部
経
の
研
究
』（
岩
波
オ
ン
デ
マ
ン
ド
ブ
ッ
ク

ス
、
二
〇
一
二
年
）
は
、
そ
の
名
称
通
り
「
浄
土
三
部
経
」
の
流
伝
に
焦
点
を
転
換

し
た
著
作
で
あ
る
。
し
か
し
「
浄
土
三
部
経
」
と
い
う
枠
組
は
「
浄
土
経
典
」
に

対
す
る
一
つ
の
視
点
と
し
て
有
効
で
は
あ
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
普
遍
性
を
持
つ

視
点
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
結
果
的
に
法
然
及
び
そ
の

門
下
の
思
想
を
正
当
化
す
る
視
点
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
中

国
で
は
様
々
な
教
判
が
成
立
し
、
そ
れ
は
歴
史
的
な
役
割
を
終
え
た
よ
う
に
見
え

る
が
、
教
判
は
「
浄
土
三
部
経
」
と
い
う
枠
組
を
相
対
化
し
、『
維
摩
経
』
や

『
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て
考
え
る
別
の
視
点
を
得
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

本
論
に
入
ろ
う
。
歴
史
上
、「
浄
土
三
部
経
」
に
組
み
込
ま
れ
た
経
典
を
位
置

づ
け
た
教
判
は
極
め
て
少
な
く
、
そ
の
少
な
い
例
と
し
て
慧
遠
の
二
蔵
漸
頓
説
は

「
浄
土
三
部
経
」
の
う
ち
『
無
量
寿
経
』
と
『
観
無
量
寿
経
』
を
分
類
し
て
い
る
。

こ
こ
で
も
『
維
摩
経
』
と
『
無
量
寿
経
』
に
焦
点
を
あ
て
た
い
。

　

慧
遠
の
二
蔵
説
は
、
聖
教
を
声
聞
蔵
と
菩
薩
蔵
と
に
二
分
す
る
。
こ
の
内
、
菩

薩
蔵
を
漸
教
と
頓
教
に
二
分
す
る
場
合
、
二
蔵
漸
頓
説
で
あ
る
。
漸
教
は
漸
入
菩

薩
（
退
菩
提
心
声
聞
）
に
対
す
る
教
で
あ
り
、
先
に
声
聞
の
教
を
説
示
し
、
後
に
菩

薩
の
教
を
説
示
す
る
。
頓
教
は
頓
悟
菩
薩
に
対
す
る
教
で
あ
り
、
最
初
か
ら
菩
薩

の
教
を
説
示
す
る
。
さ
ら
に
声
聞
蔵
を
局
教
と
呼
ぶ
場
合
、
二
蔵
局
漸
頓
説
で
あ

る
。
局
教
と
は
声
聞
に
限
定
さ
れ
た
教
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

慧
遠
に
よ
れ
ば
、
菩
薩
蔵
中
の
漸
教
は
『
涅
槃
経
』
と
『
温
室
経
』、
頓
教
は

『
勝
鬘
経
』『
十
地
経
』『
維
摩
経
』『
無
量
寿
経
』『
観
無
量
寿
経
』
で
あ
る
。
漸

教
と
頓
教
の
間
に
価
値
的
な
優
劣
は
全
く
設
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
単
に
教
化
対
象

の
相
違
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
漸
入
菩
薩
と
頓
悟
菩
薩
の
間
に
優
劣
は
無
い
。

優
劣
は
、
声
聞
と
菩
薩
の
間
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
慧
遠
は
声
聞
を
「
愚
法
声

聞
」
あ
る
い
は
「
愚
法
人
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
退
菩
提
心
声
聞
（
漸

悟
菩
薩
）
で
は
な
く
、
種
性
声
聞
（
決
定
声
聞
）
を
意
味
す
る
。
二
蔵
漸
頓
説
の
教

判
上
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
浄
土
三
部
経
」
ど
こ
ろ
か
、「
浄
土
経
典
」
と
い

う
範
疇
も
設
定
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
浄
土
三
部
経
」
や
「
浄
土
経

典
」
と
い
う
範
疇
に
慣
れ
て
い
る
場
合
、
奇
妙
に
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
よ

く
考
え
て
み
れ
ば
必
ず
し
も
奇
異
な
考
え
で
は
な
い
。
例
え
ば
、『
大
正
新
脩
大

蔵
経
』
は
、
い
わ
ゆ
る
「
浄
土
三
部
経
」
の
諸
異
本
を
全
て
巻
一
二
「
宝
積
部
」

に
組
み
込
こ
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
〈
無
量
寿
経
〉
の
異
本
、
菩
提
流
志
訳
『
無
量
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寿
如
来
会
』
が
『
大
宝
積
経
』
巻
第
一
七
・
巻
第
一
八
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。『
大
宝
積
経
』
の
形
態
を
前
提
に
す
れ
ば
、〈
無
量
寿
経
〉
は
『
大

宝
積
経
』
の
一
部
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
〈
無
量
寿
経
〉
に
つ
い
て
、
藤
田
氏

は
「
い
ず
れ
の
版
（
ナ
ル
タ
ン
版
、
デ
ル
ゲ
版
、
北
京
版
、
チ
ョ
ー
ネ
版
、
ラ
サ
版
＝
岡
本

補
）
に
お
い
て
も
、
本
経
は
カ
ン
ジ
ュ
ー
ル
の
『
大
宝
積
経
』
の
中
に
収
め
ら
れ

て
い
る
」
と
指
摘
し
、『
無
量
寿
如
来
会
』
の
解
説
で
は
「『
大
宝
積
経
』
巻
第

十
七
・
巻
第
十
八
（
第
五
会
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
こ
の
点
、
前
述
の

チ
ベ
ッ
ト
訳
と
同
一
形
態
を
示
し
て
い
る
」
と
補
足
し
て
い
る

）
67
（

。

　

従
っ
て
、
慧
遠
が
菩
薩
蔵
中
の
漸
教
で
は
な
く
頓
教
に
『
無
量
寿
経
』『
観
無

量
寿
経
』
を
位
置
づ
け
た
こ
と
の
是
非
を
問
う
必
要
は
あ
っ
て
も
、「
浄
土
三
部

経
」
や
「
浄
土
経
典
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
認
め
な
い
こ
と
に
過
失
は
無
い
だ

ろ
う
。
そ
れ
で
は
具
体
的
に
『
維
摩
義
記
』
と
『
大
経
義
疏
』
を
見
て
み
よ
う
。

二
蔵
の
部
分
は
、
両
註
釈
書
と
も
に
殆
ど
同
文
な
の
で
、『
維
摩
義
記
』
の
み
原

文
と
日
本
語
訳
を
提
示
す
る
。

　
［
９
］
菩
薩
蔵
中
所
教
亦
二
。
一
是
漸
入
、
二
是
頓
悟
。
言
漸
入
者
、
是

人
過
去
曾
習
大
法
、中
退
住
小
後
還
入
大
。
大
従
小
来
。
謂
之
為
漸
。
故『
経
』

説
言
。「
除
先
修
習
学
小
乗
者
。
我
今
亦
令
入
是
法
中
」。
此
即
是
其
漸
入
菩

薩
。
言
頓
悟
者
、
有
諸
衆
生
、
久
習
大
乗
相
応
善
根
、
今
始
見
佛
、
即
能
入

大
。
大
不
由
小
。
目
之
為
頓
。
故
『
経
』
説
言
。「
或
有
衆
生
、
世
世
来
常

受
我
化
、
始
見
我
身
、
聞
我
所
説
、
即
皆
信
受
入
、
如
来
慧
」。
此
是
頓
悟
。

漸
入
菩
薩
、
藉
淺
階
遠
。
頓
悟
菩
薩
、
一
越
解
大
。
頓
漸
雖
殊
、
以
其
当
時

受
大
受
処
一
。
是
故
対
斯
二
人
所
説
、為
菩
薩
蔵
。（
中
略
）
今
此
『
経
』
者
、

二
蔵
之
中
菩
薩
蔵
收
、
為
根
熟
人
頓
教
法
輪
。（『
維
摩
義
記
』
大
正

三
八
、四
二
一
中
八
─
一
八
）

　

菩
薩
蔵
の
中
に
教
え
る
と
こ
ろ
は
亦
た
二
種
で
あ
る
。
第
一
は
漸
入
〔
菩

薩
〕
で
あ
り
、
第
二
は
頓
悟
〔
菩
薩
〕
で
あ
る
。

　

漸
入
〔
菩
薩
〕
と
は
、
こ
の
人
は
過
去
世
に
お
い
て
、
か
つ
て
大
乗
を
修

習
す
る
も
間
に
後
退
し
て
小
乗
に
安
住
し
、
後
に
再
び
大
乗
に
参
入
し
た
。

大
乗
に
は
小
乗
を
経
て
来
る
。
こ
れ
を
段
階（
漸
）と
呼
ぶ
。
故
に『〔
法
華
〕

経
』
に
説
示
す
る68

。「
昔
、
修
習
し
て
小
乗
を
学
ん
だ
者
を
除
外
し
た
。〔
し

か
し
〕
私
は
今
ま
た
こ
の
〔
大
乗
の
〕
法
の
中
に
導
こ
う
」
と
。
こ
れ
は
即

ち
そ
の
漸
入
菩
薩
で
あ
る
。

　

頓
悟
〔
菩
薩
〕
と
は
、
衆
生
た
ち
が
あ
っ
て
、
過
去
世
に
大
乗
に
相
応
し

い
善
根
を
修
習
し
、
現
在
世
に
お
い
て
始
め
に
仏
に
見
え
れ
ば
直
ち
に
大
乗

に
参
入
で
き
る
。
大
乗
に
は
小
乗
を
経
由
し
な
い
。
こ
れ
を
直
接
（
頓
）
と

呼
ぶ
。
故
に
『〔
法
華
〕
経
』
に
説
示
す
る69

。「
あ
る
い
は
衆
生
が
い
る
。
輪

廻
し
な
が
ら
も
常
に
私
の
教
化
を
受
け
て
い
る
。始
め
に
私
の
身
体
を
見
て
、

私
の
所
説
を
聞
い
て
、
す
な
わ
ち
全
て
信
受
す
れ
ば
如
来
の
智
慧
に
参
入
す

る
」
と
。
こ
れ
は
頓
悟
〔
菩
薩
〕
で
あ
る
。

　

漸
入
菩
薩
は
浅
き
を
借
り
て
遠
く
に
昇
る
。
頓
悟
菩
薩
は
一
足
飛
び
に
大

乗
を
理
解
す
る
。
直
接
と
段
階
の
違
い
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
未
来
世
に
偉
大

な
理
を
受
け
る
こ
と
は
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
故
に
こ
の
二
人
に
対
す
る
所
説



14

は
菩
薩
蔵
で
あ
る
。
…
（
中
略
）
…
今
こ
の
『〔
維
摩
〕
経
』
は
二
蔵
中
の

菩
薩
蔵
に
収
め
、
機
根
の
成
熟
し
た
人
（
頓
悟
菩
薩
）
の
た
め
の
頓
教
の
法

輪
で
あ
る
。

　
［
10
］
今
此
『
経
』
者
、
二
蔵
之
中
菩
薩
蔵
收
、
為
根
熟
人
頓
教
法
輪
。

云
何
知
頓
。
此
『
経
』
正
為
凡
夫
人
中
、
厭
畏
生
死
、
求
正
定
者
。
教
令
発

心
、
生
于
浄
土
。
不
従
小
大
。
故
知
是
頓
。（『
大
経
義
疏
』
九
一
中
九
─

一
三
）

　

今
こ
の
『〔
無
量
寿
〕
経
』
は
、
二
蔵
中
の
菩
薩
蔵
に
収
め
、
機
根
の
成

熟
し
た
人
（
頓
悟
菩
薩
）
の
た
め
の
頓
教
の
法
輪
で
あ
る
。
な
ぜ
直
接
（
頓
）

と
知
る
の
か
。
こ
の
『〔
無
量
寿
〕
経
』
は
正
し
く
凡
夫
の
人
々
の
中
で
も
、

輪
廻
を
厭
い
畏
れ
、〔
菩
提
に
〕正
し
く
確
定
す
る
こ
と
を
求
め
る
者
で
あ
る
。

教
示
す
れ
ば
〔
菩
提
〕
心
を
起
こ
し
、
清
浄
な
国
土
に
生
ま
れ
る
。
小
乗
を

経
由
し
な
い
大
乗
で
あ
る
。
故
に
こ
れ
は
直
接
（
頓
）
で
あ
る
と
知
る
。

　

こ
こ
で
は
『
大
経
義
疏
』［
10
］
に
限
定
し
て
考
察
を
す
す
め
る
。［
10
］
の
前

半
部
分
は
、［
９
］
の
「
頓
教
法
輪
」
の
解
説
と
同
文
で
あ
る
。
た
だ
し
「
云
何

知
頓
」
と
い
う
疑
問
を
提
示
し
、
繰
り
返
し
『
無
量
寿
経
』
が
頓
教
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
短
い
も
の
の
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

　

第
一
は
「
凡
夫
人
」
で
あ
る
。
一
般
に
“
浄
土
教
は
凡
夫
の
教
え
”
と
理
解
さ

れ
て
い
る
が
、『
無
量
寿
経
』
に
は
「
凡
夫
」
の
語
は
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
、

こ
の
「
凡
夫
人
」
は
誰
な
の
か
を
確
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
二
つ
の
イ

メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
『
無
量
寿
経
』
下
巻
の
「
正
定
之

聚
」
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
「
三
輩
」
段
中
の
「
下
輩
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
輩

の
三
者
は
全
て
「
発
無
上
菩
提
之
心
」
と
規
定
さ
れ
る
も
の
の
、
特
に
「
中
輩
」

と
「
下
輩
」
は
、“
様
々
な
功
徳
を
修
習
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
”
と
描
か
れ
て

い
る

）
70
（

。
も
う
一
つ
は
『
維
摩
経
』「
仏
道
品
」
の
「
凡
夫
」
で
あ
る

）
71
（

。

　

第
二
は
、「
凡
夫
人
」
は
「
頓
悟
菩
薩
」
の
一
種
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
慧
遠

に
お
い
て
、
凡
夫
と
菩
薩
は
対
立
概
念
で
は
な
い
。
凡
夫
も
「
小
乗
」
を
経
由
し

な
い
の
で
「
大
乗
」
を
求
め
れ
ば
「
頓
悟
菩
薩
」
で
あ
る
。

　

第
三
は
、“
往
生
浄
土
”
は
頓
教
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
こ
と
で
あ
る

（
（7
（

。『
無

量
寿
経
』
に
お
い
て
、「
頓
悟
菩
薩
」
＝
「
凡
夫
人
」
は
“
往
生
浄
土
”
を
求
め

る
が
、
慧
遠
は
全
く
頓
教
で
あ
る
こ
と
を
疑
っ
て
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
慧
遠
の
『
無
量
寿
経
』
観
は
、「
浄
土
三
部
経
」
や
「
浄
土
経
典
」

と
い
う
範
疇
と
は
無
縁
で
あ
り
な
が
ら
も
、
説
得
力
が
無
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ

う
。

　
　
　

第
六
節　

結
論
と
課
題

　

本
論
文
の
目
的
は
、
慧
遠
の
浄
土
思
想
の
問
題
群
を
整
理
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
。
従
っ
て
、
明
確
な
結
論
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
の
点
は
暫
定
的
な
結

論
と
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

第
一
に
、
慧
遠
の
浄
土
思
想
に
対
す
る
強
い
関
心
は
、
第
三
期
の
註
釈
書
『
維

摩
義
記
』
と
『
大
経
義
疏
』
の
時
代
に
始
ま
る
。
第
二
に
、
慧
遠
は
『
大
経
義

疏
』
に
お
い
て
識
論
か
ら
距
離
を
取
り
、
さ
ら
に
『
観
経
義
疏
』
に
お
い
て
如
来
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蔵
思
想
か
ら
距
離
を
取
る
。
こ
れ
は
識
論
や
如
来
蔵
思
想
の
否
定
を
意
味
せ
ず
、

関
心
が
浄
土
思
想
に
転
換
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
（
第
二
節
）。
第
三
に
、『
維
摩

義
記
』
の
二
種
の
因
果
論
は
、
自
著
『
大
経
義
疏
』
に
継
承
さ
れ
た
だ
け
で
な

く
、
後
世
の
中
国
や
韓
国
の
仏
教
思
想
家
た
ち
に
も
波
及
し
た
。
し
か
し
、
後
世

『
維
摩
経
』
と
『
無
量
寿
経
』
の
共
通
の
問
題
は
継
承
さ
れ
ず
、
そ
の
結
果
、
浄

土
思
想
と
浄
土
教
は
乖
離
し
て
ゆ
く
（
第
三
節
）。
第
四
に
、
慧
遠
は
『
維
摩
経
』

の
宝
積
と
『
無
量
寿
経
』
の
法
蔵
を
、
同
様
の
立
場
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
、
彼

は
両
経
を
極
め
て
近
し
い
経
典
と
見
做
し
て
お
り
、
両
経
を
決
定
的
に
峻
別
す
る

視
点
は
無
い
（
第
四
節
）。
第
五
に
、
慧
遠
の
二
蔵
頓
漸
説
か
ら
み
て
も
、『
維
摩

経
』
と
『
無
量
寿
経
』
の
共
通
性
は
あ
る
。
そ
れ
は
「
頓
悟
菩
薩
」
を
対
象
に
し

た
教
説
（
頓
教
）
で
あ
り
、「
頓
悟
菩
薩
」
の
中
に
「
凡
夫
人
」
も
含
ま
れ
る
。

「
浄
土
三
部
経
」、
あ
る
い
は
「
浄
土
経
典
」
の
枠
組
で
は
『
維
摩
経
』
は
排
除
さ

れ
る
が
、
イ
ン
ド
で
は
〈
無
量
寿
経
〉
が
『
宝
積
経
』
に
組
み
込
ま
れ
る
の
で
、

慧
遠
の
よ
う
に
「
浄
土
経
典
」
を
認
め
な
い
経
典
の
分
類
方
法
の
意
義
も
評
価
す

る
必
要
が
あ
る
（
第
五
節
）。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
、
慧
遠
に
お
け
る
「
凡
夫
」
と
「
往
生
」
の
問
題
を
考
え

た
い
。
こ
の
二
つ
の
問
題
は
、『
大
経
義
疏
』
か
ら
『
観
経
義
疏
』
で
重
視
さ
れ

る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

注（
１
） 

両
氏
の
間
で
問
題
に
な
っ
た
論
文
は
、
袴
谷
憲
昭
「
松
本
史
朗
博
士
の
批
判
二

篇
へ
の
返
答
」（『
駒
沢
短
期
大
学
仏
教
論
集
』
第
八
号
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
）

に
網
羅
さ
れ
て
い
る
。

（
２
） 

「
本
覚
」
の
語
は
『
大
乗
起
信
論
』
に
由
来
し
、
こ
の
論
書
の
現
存
最
初
期
の
使

用
者
は
慧
遠
で
あ
る
。
ま
た
「
如
来
蔵
思
想
」
と
い
う
範
疇
は
、
高
崎
直
道

『
如
来
蔵
思
想
の
形
成
』（
春
秋
社
、
一
九
七
四
年
三
月
）
で
定
義
を
与
え
ら
れ

る
が
、
そ
の
際
に
高
崎
氏
が
利
用
し
た
の
は
、
法
蔵
の
『
大
乗
起
信
論
義
記
』

の
「
四
宗
」
中
の
「
如
来
蔵
縁
起
宗
」
で
あ
る
。
こ
の
「
如
来
蔵
縁
起
」
の
初

出
も
慧
遠
の
『
大
乗
義
章
』
巻
第
一
「
二
諦
義
」
と
「
二
無
我
義
」（
大
正

四
四
、四
八
四
中
二
八
、四
八
七
上
三
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
慧
遠
は
『
無
量
寿
経
』

と
『
観
無
量
寿
経
』
の
現
存
最
初
の
註
釈
者
で
あ
る
。
註
釈
書
は
、
順
番
に

『
無
量
寿
経
義
疏
』『
観
無
量
寿
経
義
疏
』。

（
３
） 

岡
本
一
平
「『
大
乗
義
章
』
の
思
想
形
式
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』

第
五
三
巻
二
号
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）、
同
「
三
聚
法
─
玄
奘
以
前
の
法
の
範
疇

と
体
系
」（
同
、
第
六
〇
巻
二
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
）、
同
「
三
聚
法
の
形
成

と
変
容
─
『
大
乗
義
章
』
を
中
心
と
し
て
─
」（『
東
洋
学
研
究
』
第
五
二
号
、

二
〇
一
五
年
三
月
）
参
照
。

（
４
） 

岡
本
一
平
「
浄
影
寺
慧
遠
の
著
作
の
前
後
関
係
に
お
け
る
試
論
」（『
地
論
思
想

の
形
成
と
変
容
』
所
収
、
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
〇
年
）、「
浄
影
寺
慧
遠
の
二

蔵
説
の
形
成
─
達
摩
鬱
多
羅
「
釈
教
迹
義
」
と
慧
遠
の
『
勝
鬘
義
記
』
─
」

（『
東
洋
学
研
究
』
第
五
四
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
）
等
参
照
。

（
５
） 

岡
本
一
平
「『
大
乗
義
章
』
の
テ
キ
ス
ト
の
諸
系
統
に
つ
い
て
」（『
東
ア
ジ
ア
仏

教
写
本
研
究
』
所
収
、
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
日
本
古
写
経
研
究
所
、
文
科

省
戦
略
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
。
現
行
本
『
大
乗

義
章
』（
大
正
蔵
本
）
は
二
二
二
義
科
で
あ
る
も
の
の
、
巻
第
二
と
巻
第
三
に

「
四
空
義
」
が
重
複
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
二
二
二
義
科
か
ら
一
義

科
を
引
算
す
れ
ば
二
二
一
義
科
で
あ
る
。
さ
ら
に
新
出
の
金
剛
寺
本
の
巻
第

一
六
か
ら
、「
十
五
浄
心
義
」
と
「
二
十
七
種
方
便
義
」
の
二
義
科
が
新
た
に
発

見
さ
れ
た
。
こ
の
二
義
科
を
二
二
一
義
科
に
合
算
す
れ
ば
、
現
在
判
明
し
て
い

る
『
大
乗
義
章
』
の
総
数
は
二
二
三
義
科
で
あ
る
。

（
６
） 

「
教
理
集
成
文
献
」
は
、
一
般
に
仏
教
綱
要
書
、
伝
統
的
に
は
「
章
」
と
呼
ば
れ
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る
ジ
ャ
ン
ル
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。「
章
」
形
式
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
荒
牧
典

俊
「
北
朝
後
期
仏
教
思
想
史
序
説
」（
同
編
著
『
北
朝
隋
唐
中
国
仏
教
思
想
史
』

所
収
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
）
二
五
─
三
二
頁
参
照
。

（
７
） 
慧
遠
は
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
に
お
い
て
、『
無
量
寿
経
』
を
「
大
経
」（
一
三

例
）
あ
る
い
は
「
無
量
寿
大
経
」（
一
例
）
と
略
称
す
る
こ
と
に
因
む
。
こ
れ
は

『
無
量
寿
経
』
＝
「
大
経
」
の
現
存
初
例
。「
大
経
」
と
い
う
略
称
は
、
一
般
に

『
涅
槃
経
』
等
に
も
使
用
さ
れ
る
が
、
慧
遠
の
用
例
は
上
記
だ
け
で
あ
り
、
必
ず

「
大
経
」
は
『
無
量
寿
経
』
を
指
す
。

（
８
） 

岡
本
前
掲
論
文
（
前
註
４
、
特
に
後
者
）
参
照
。
岡
本
一
平
「
浄
影
寺
慧
遠
に

お
け
る
浄
土
思
想
関
連
文
献
の
成
立
順
序
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
六
七

巻
一
号
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
）
参
照
。

（
９
） 

石
川
琢
道
「
吉
津
宜
英
博
士
と
中
国
浄
土
教
研
究
」（『
吉
津
宜
英
著
作
集
』
第

一
巻
所
収
、
二
〇
一
八
年
七
月
）
五
四
二
頁
。
ま
た
、
吉
津
氏
の
慧
遠
研
究
は
、

『
吉
津
宜
英
著
作
集
』
第
一
巻
と
第
二
巻
（
第
二
巻
は
二
〇
二
〇
年
度
刊
行
予

定
）
で
全
て
読
め
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

（
10
） 

岡
本
一
平
「
浄
影
寺
慧
遠
に
お
け
る
縁
起
と
如
来
蔵
」（『
仏
教
学
研
究
』
第

五
三
号
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
、
ソ
ウ
ル
）
一
─
二
六
頁
参
照
。
そ
の
他
「
地

論
宗
・
浄
影
寺
慧
遠
研
究
文
献
一
覧
」（『
地
論
宗
の
研
究
』
所
収
、
国
書
刊
行

会
、
二
〇
一
七
年
三
月
）
九
五
七
─
九
五
八
頁
参
照
。

（
11
） 

前
掲
拙
稿
（
前
註
８
）
二
三
八
頁
参
照
。
慧
遠
の
註
釈
書
の
成
立
順
序
に
関
す

る
仮
説
は
、
前
掲
拙
稿
（
前
註
４
の
後
者
）
参
照
。

（
12
） 

『
大
乗
義
章
』「
三
仏
義
」
で
は
、
真
諦
訳
『
金
光
明
経
』（
七
巻
本
）
が
言
及
さ

れ
る
の
で
、
註
釈
書
と
の
関
係
か
ら
み
れ
ば
、『
涅
槃
義
記
』（
第
二
期
）
に
近

接
し
た
時
期
の
成
立
で
あ
る
。
岡
本
一
平
「『
大
乗
義
章
』
と
真
諦
訳
書
」（『
印

度
学
仏
教
学
研
究
』
第
六
三
巻
二
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
）
参
照
。

（
13
） 

前
掲
拙
稿
（
前
註
８
後
者
）
参
照
。

（
14
） 

吉
津
宜
英
「
慧
遠
と
吉
蔵
の
不
二
義
比
較
の
比
較
論
考
」（
初
出
、
二
〇
一
〇
年

六
月
、『
吉
津
著
作
集
』
第
一
巻
、
前
註
９
）
四
六
〇
頁
、「
真
妄
論
」
参
照
。

（
15
） 

慧
遠
『
大
経
義
疏
』
に
は
、「
仏
性
」
は
二
例
（
大
正
三
七
、一
〇
〇
上

一
六
、一
一
六
上
二
一
）、「
如
来
蔵
」
は
四
例
あ
る
（
同
、
九
八
上
二
九
、九
九

中
二
、一
〇
一
下
二
八
、一
一
〇
中
一
三
）。
こ
れ
も
多
い
と
は
言
え
な
い
。

（
16
） 

慧
遠
『
観
経
義
疏
』「
今
此
所
観
従
寿
為
名
。
然
仏
寿
命
有
真
有
応
。
真
如
虚
空

畢
竟
無
尽
。
応
身
寿
命
有
長
有
短
。
今
此
所
論
是
応
非
真
」（
大
正

三
七
、一
七
三
下
二
一
─
二
三
）。

（
17
） 

『
観
経
義
疏
』
の
「
法
身
」
の
用
例
は
、「
法
身
平
等
実
無
栖
託
、
示
化
有
方
故

云
在
耳
」（
大
正
三
七
、一
七
五
上
一
五
─
一
六
）
を
除
け
ば
、
必
ず
「
仏
法
身
」

（
同
、
一
七
三
下
九
、一
八
〇
上
一
九
、一
八
〇
上
二
四
、一
八
〇
上
二
五
、一
八
〇

上
二
七
、一
八
一
中
二
八
）
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
「
法
身
平
等
」
も

「
仏
」
の
遍
在
性
を
示
す
語
で
あ
る
。

（
18
） 

ジ
ョ
ア
キ
ン
・
モ
ン
テ
イ
ロ
「
二
種
深
信
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て
─
善
導

に
お
け
る
如
来
蔵
思
想
批
判
─
」（『
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
』
第
一
六
号
、

一
九
九
七
年
）
二
七
二
頁
。

（
19
） 

松
本
史
朗
氏
も
、
モ
ン
テ
イ
ロ
氏
の
こ
の
指
摘
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
同

『
法
然
親
鸞
思
想
論
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
一
年
二
月
）
七
七
頁
参
照
。

（
20
） 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
私
は
善
導
の
『
観
経
疏
』
を
慧
遠
の
全
著
作
と
併
せ
て

読
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
賛
否
に
つ
い
て
は
保
留
し
た
い
。

善
導
『
観
経
疏
』
が
慧
遠
『
観
経
義
疏
』
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
だ
と

し
て
も
、
善
導
は
慧
遠
に
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
影

響
と
批
判
の
関
係
性
を
具
体
的
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
21
） 

吉
津
宜
英
「
経
律
論
引
用
よ
り
見
た
『
大
乗
義
章
』
の
性
格
」（『
吉
津
著
作
集
』

第
一
巻
所
収
、
前
註
９
）
一
八
三
─
一
八
六
頁
参
照
。『
無
量
寿
経
』
の
引
用
に

つ
い
て
は
、
一
七
九
頁
、
19
番
参
照
。『
観
無
量
寿
経
』
の
引
用
が
無
い
こ
と

は
、
一
八
二
頁
参
照
。

（
22
） 

『
大
乗
義
章
』
巻
第
一
九
「
浄
土
義
」
中
「
一
同
類
因
。
…
如
弥
陀
仏
国
現
修

四
十
八
弘
誓
願
、
及
諸
所
行
、
荘
厳
西
方
世
界
。
如
是
等
也
」（
大
正

四
四
、八
三
六
中
一
四
─
一
七
）。
こ
の
「
四
十
八
弘
誓
願
」
の
語
は
、
懐
感

『
釈
浄
土
群
疑
論
』（
大
正
四
七
巻
）
に
多
用
さ
れ
る
。

（
23
） 
『
大
乗
義
章
』
巻
第
二
〇
「
五
眼
義
」
中
「
如
『
経
』
中
説
。
阿
弥
陀
国
報
得
肉

眼
、
徹
見
無
数
三
千
界
事
」（
大
正
四
四
、八
五
四
上
一
四
─
一
五
）。

（
24
） 
『
大
乗
義
章
』
の
「
往
生
」
の
全
三
例
中
、
一
例
は
「
衆
経
教
迹
義
」
中
の
『
大
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品
般
若
』「
往
生
品
」
に
対
す
る
指
示
（
大
正
四
四
、四
六
五
下
二
〇
）。
他
の
二

例
は
「
浄
土
義
」（
同
、
八
三
四
中
一
五
）
と
「
十
力
義
」（
同
、
八
六
八
中

二
五
─
二
六
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
往
生
」
の
対
象
は
仏
国
土
で
は
な
い
。

（
25
） 

慧
遠
の
註
釈
書
中
、「
浄
土
義
」
に
対
す
る
最
初
の
指
示
は
、『
勝
鬘
義
記
』（
第

一
期
ａ
）
に
「
浄
土
之
義
、
広
如
別
章
。
此
応
具
論
」（
新
纂
一
九
、八
七
〇
中

二
四
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
勝
鬘
経
』「
如
来
真
実
功
徳
章
」
に
お
い
て
、
勝
鬘

夫
人
が
作
仏
の
授
記
を
受
け
、
さ
ら
に
彼
女
が
出
現
す
る
国
土
（
無
名
）
を
描

写
す
る
場
面
の
註
釈
で
あ
る
。
こ
の
直
後
に
、「
勝
鬘
夫
人
得
受
記
時
、
無
量
衆

生
、
諸
天
及
人
願
生
彼
国
、
世
尊
悉
記
皆
当
往
生
」（
大
正
一
二
、二
一
七
中

二
〇
─
二
二
）
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
『
勝
鬘
義
記
』
巻
上
の
註
記
は
「〈
勝

鬘
夫
人
得
授
記
〉
下
、
諸
人
願
生
。〈
世
尊
記
〉
下
、
仏
記
皆
生
、
定
其
去
心
」

（
新
纂
一
九
、八
七
一
上
三
─
四
）。
慧
遠
は
「
往
生
」
の
部
分
を
註
記
し
て
い
る

も
の
の
、「
浄
土
」
自
体
の
解
説
と
比
較
す
れ
ば
簡
単
で
あ
る
。
こ
の
他
『
十
地

義
記
』
巻
第
三
本
（
第
一
期
ｂ
、
新
纂
四
五
、九
九
上
二
〇
）
に
も
「
浄
土
義
」

に
対
す
る
指
示
が
あ
る
。『
涅
槃
義
記
』（
第
二
期
）
に
「
浄
土
義
」
の
指
示
は

確
認
で
き
な
い
が
、
こ
の
著
作
に
は
「
往
生
」
の
語
が
八
例
あ
る
の
で
、
稿
を

改
め
て
検
討
し
た
い
。

（
26
） 

第
五
期
『
温
室
義
記
』
が
現
存
最
後
の
註
釈
書
。

（
27
） 

荒
牧
前
掲
論
文
（
前
註
６
）
二
五
─
三
二
頁
参
照
。

（
28
） 

第
五
聚
「
雑
聚
」
は
散
逸
し
て
い
る
の
で
内
容
が
判
ら
な
い
。

（
29
） 

道
宣
が
利
用
し
た
資
料
に
、
慧
遠
の
『
無
量
寿
経
』
と
『
観
無
量
寿
経
』
の
講

義
に
関
す
る
記
事
が
欠
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
30
） 

岡
本
前
掲
論
文
（
前
註
12
）
二
三
〇
頁
参
照
。

（
31
） 

『
続
高
僧
伝
』
巻
第
一
八
「
習
禅
篇
」
中
「
曇
遷
伝
」
に
「『
摂
論
』
北
土
創
開
、

自
此
為
始
也
。
…
衆
以
『
摂
論
』
初
闢
投
誠
請
祈
、
即
為
敷
弘
。
受
業
千
数
、

沙
門
慧
遠
領
袖
法
門
、
躬
処
坐
端
、
橫
経
稟
義
。
自
是
伝
灯
不
絶
于
今
多
矣
」

（
大
正
五
〇
、五
七
二
中
一
九
─
下
二
四
）。
こ
の
記
事
に
つ
い
て
、
改
め
て
検
討

し
た
い
。

（
32
） 

本
「
第
三
節
」
は
、「
浄
影
寺
慧
遠
撰
『
維
摩
義
記
』
に
お
け
る
浄
土
と
二
乗
」

（
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
第
七
〇
回
学
術
大
会
（
於
仏
教
大
学
）、
二
〇
一
九
年

九
月
七
日
発
表
資
料
）
と
重
複
す
る
。

（
33
） 

『
維
摩
義
記
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、「
慧
遠
伝
」
に
お
け
る
破
仏
の
記
事

を
目
安
と
し
て
採
用
し
て
い
る
。『
続
高
僧
伝
』
巻
第
八
「
慧
遠
伝
」
に
「
遂
潛

於
汲
郡
西
山
、
勤
道
無
倦
。
三
年
之
間
誦
『
法
華
』『
維
摩
』
等
。
各
一
千
遍
用

通
遺
法
」（
大
正
五
〇
、四
九
〇
下
二
九
─
四
九
一
上
一
）。
こ
の
時
期
は
五
五
七

年
か
ら
五
五
九
年
頃
、
慧
遠
は
五
五
歳
か
ら
五
七
歳
。
岡
本
前
掲
論
文
（
前
註

８
後
者
）
二
四
〇
頁
、
二
四
二
頁
、
註
15
参
照
。

（
34
） 

法
然
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
第
一
章
「
初
正
明
往
生
浄
土
之
教
者
、
謂
三
経
一

論
是
也
。
三
経
者
、
一
『
無
量
寿
経
』、
二
『
観
無
量
寿
経
』、
三
『
阿
弥
陀
経
』

也
。
一
論
者
、
天
親
『
往
生
論
』
是
也
。
或
指
此
三
経
号
浄
土
三
部
経
也
」（
大

正
八
三
、二
上
三
─
七
）。
そ
の
原
型
は
、
善
導
の
「
往
生
経
」
で
あ
る
。
善
導

『
観
無
量
寿
経
疏
』「
散
善
義
」
に
「
次
就
行
立
信
者
、
然
行
有
二
種
。
一
者
正

行
、
二
者
雑
行
。
言
正
行
者
、
専
依
往
生
経
行
行
者
是
名
正
行
。
何
者
是
也
。

一
心
専
読
誦
此
『
観
経
』》『
弥
陀
経
』『
無
量
寿
経
』
等
」（
大
正
三
七
、二
七
二

上
二
八
─
中
二
）。

（
35
） 

岡
本
前
掲
論
文
（
前
註
８
）
二
四
二
頁
、
註
11
参
照
。

（
36
） 

本
文
に
て
言
及
し
て
い
な
い
敦
煌
写
本
『
維
摩
疏
』（BD

6378背
3

）
に
つ
い

て
は
、
池
田
將
則
「
北
朝
「
地
論
宗
」
に
お
け
る
佛
典
注
釋
の
一
類
型
─
敦
煌

寫
本
『
十
地
經
論
疏
』（B

D
06374

）
の
紙
背
に
書
寫
さ
れ
た
三
つ
の
斷
片
、
某

經
疏
・『
仁
王
疏
』・『
維
摩
疏
』
と
淨
影
寺
慧
遠
の
諸
經
論
疏
の
比
較
を
通
し

て
」（『
佛
教
學
研
究
』
第
三
六
号
、
二
〇
一
三
年
九
月
）
一
九
三
─
一
九
七
頁

参
照
。
こ
のB

D
6378背

3

は
首
行
に
「
維
摩
疏
」
と
あ
り
、『
国
家
図
書
館
蔵

敦
煌
遺
書
』
の
条
記
目
録
で
は
、
慧
遠
『
維
摩
義
記
』
の
抄
出
本
と
推
定
し
た
。

し
か
し
、
池
田
氏
は
こ
れ
を
不
適
切
と
見
做
し
、「
本
文
献
は
慧
遠
と
は
別
の
何

者
か
が
撰
述
し
た
『
維
摩
経
』
注
釈
書
の
断
片
」
と
指
摘
し
た
（
一
九
四
頁
）。

池
田
氏
の
見
解
は
貴
重
で
あ
る
も
の
の
、
若
干
の
疑
問
が
残
る
。
と
い
う
の
も
、

B
D

6378背
3

は
首
行
「
維
摩
疏
」
の
語
を
除
け
ば
『
維
摩
経
』
の
註
釈
書
で
あ

る
痕
跡
は
無
い
か
ら
で
あ
る
。
本
文
献
の
残
存
部
分
は
、
二
蔵
判
か
ら
「
如
是

我
聞
一
時
仏
」
の
「
仏
」
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
内
「
釈
名
」
の
註
釈
文
に
も

「
維
摩
」
の
語
は
存
在
し
な
い
。
池
田
氏
は
、『
維
摩
義
記
』
が
「
説
者
」
を



18

「
聖
弟
子
説
」、
あ
る
い
は
会
座
ご
と
に
「
説
者
」
を
区
別
す
る
こ
と
に
対
し
て

（
初
会
＝
仏
、
第
二
会
＝
維
摩
、
第
三
会
＝
仏
・
維
摩
）、B

D
6378背

3

が
説
者

を
「
仏
」
と
規
定
す
る
こ
と
を
重
視
し
、
本
文
献
の
作
者
を
慧
遠
と
は
別
人
の

撰
述
を
主
張
し
て
い
る
（
一
九
七
頁
）。
首
行
に
「
維
摩
疏
」
と
あ
る
の
で
決
定

す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
私
は
、B

D
6378背

3

は
慧
遠
の
『
維
摩
義
記
』
を
モ

デ
ル
に
し
た
経
疏
の
雛
型
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
。
こ
れ
は
慧
遠
と
別
人
で

あ
っ
て
も
、
慧
遠
自
身
で
あ
っ
て
も
問
題
は
無
い
。
ま
た
池
田
氏
は
、B

D
6378

背
3

が
『
維
摩
義
記
』
に
先
行
す
る
と
論
じ
る
が
（
一
九
七
頁
）、
二
蔵
判
か
ら

「
如
是
我
聞
一
時
仏
」
の
解
釈
は
、
慧
遠
が
『
勝
鬘
義
記
』
以
来
、
発
展
さ
せ
て

き
た
叙
述
形
式
で
あ
る
の
で
、慧
遠
がBD

6378背
3

を
参
照
し
て
『
維
摩
義
記
』

巻
第
一
を
執
筆
し
た
と
い
う
想
定
は
不
自
然
で
あ
る
。
池
田
氏
に
よ
る

B
D

6378背
3

の
翻
刻
は
、『
蔵
外
地
論
宗
文
献
集
成　

続
集
』（
二
〇
一
三
年

一
〇
月
）
二
五
二
─
二
六
六
頁
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、B

D
6378背

3

は
「
法
身

因
果
」「
浄
土
因
果
」
の
語
は
無
い
。

（
37
） 

本
文
の
略
科
文
は
『
維
摩
義
記
』
の
次
の
部
分
か
ら
作
成
。

 

細
求
則
通
、
是
義
云
何
。
如
初
〔
会
〕
中
「
合
蓋
現
変
顕
示
如
来
不
思
議
力
」

是
法
身
果
。「
宝
積
讚
歎
発
心
願
求
」
即
法
身
因
。「
宝
積
復
」
即
是
顕
示
浄
土

因
果
。
第
二
会
中
「
従
初
極
尽
入
不
二
門
」
広
明
如
来
法
身
因
果
。「
香
積
一

品
」
顕
示
如
来
浄
土
因
果
。
彼
「
初
明
果
修
十
修
八
」
是
浄
土
因
。
第
三
会
中

「
菩
薩
行
品
」
双
明
法
身
浄
土
之
因
。「
見
阿
閦
佛
品
」
双
明
法
身
浄
土
之
果
。

彼
見
釈
迦
及
無
動
仏
是
法
身
果
。
現
妙
喜
界
是
浄
土
果
。（『
維
摩
義
記
』
大
正

三
八
、四
二
二
下
一
九
─
二
七
）

 

　

こ
の
部
分
は
、
本
文
［
１
］
の
直
後
の
文
章
で
あ
り
、「
多
人
麁
判
」
を
受
け

て
、
慧
遠
が
「
詳
細
に
会
通
」（「
細
求
則
通
」）
し
た
も
の
。

（
38
） 

後
二
品
「
法
供
養
品
」
と
「
嘱
累
品
」
は
「
流
通
分
」
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で

は
な
い
（
大
正
四
四
、五
一
三
上
、
五
一
七
中
）。

（
39
） 

「
人
多
麁
判
」
が
誰
を
指
す
の
か
未
詳
。「
因
果
」
に
よ
っ
て
経
典
を
解
釈
す
る

の
は
、
光
宅
寺
法
雲
『
法
華
義
記
』
等
の
南
朝
の
特
徴
と
思
わ
れ
る
。
あ
く
ま

で
印
象
に
過
ぎ
な
い
。

（
40
） 

「
人
多
麁
判
」
を
菅
野
博
史
氏
は
「
人
は
多
く
の
場
合
あ
ら
あ
ら
判
定
す
る
」
と

読
解
す
る
。
同
『
南
北
朝
隋
代
の
中
国
仏
教
思
想
研
究
』（
大
蔵
出
版
、

二
〇
一
二
年
）
二
八
五
頁
参
照
。
菅
野
氏
の
解
釈
の
特
徴
は
、「
人
多
」
を
“
人

一
般
”
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
場
合
、「
麁
判
」
は
特
定
の
古
釈

で
は
な
く
、
慧
遠
も
「
麁
判
」
と
い
う
“
一
般
的
な
方
法
に
倣
っ
た
こ
と
”
に

な
る
の
で
、「
麁
判
」
自
体
は
慧
遠
の
自
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
菅
野
氏
の
解

釈
が
妥
当
で
あ
れ
ば
、
慧
遠
以
前
に
旧
説
を
想
定
す
る
必
要
も
な
く
「
浄
土
因

果
」
と
「
法
身
因
果
」
は
、
慧
遠
の
創
設
を
意
味
す
る
。
判
断
は
難
し
い
が
、

今
は
古
釈
を
想
定
し
て
お
く
。

（
41
） 

『
大
経
義
疏
』
の
次
の
文
章
参
照
。

 

① 

此
『
経
』
宗
顕
無
量
寿
仏
所
行
・
所
成
、
及
所
摂
化
。（『
大
経
義
疏
』
大
正

三
七
、九
一
中
）。

 

② 

此
『
経
』
宣
説
無
量
寿
仏
所
行
・
所
成
、
及
所
摂
化
。
言
所
行
者
、
宣
説
彼

仏
本
所
起
願
、
本
所
修
行
。
言
所
成
者
、
説
今
所
成
法
身
浄
土
二
種
之
果
。

言
所
摂
者
、
普
摂
十
方
有
縁
衆
生
、
同
往
彼
国
。
道
法
化
益
、
名
為
所
摂
。

又
今
一
切
諸
菩
薩
等
、
学
其
所
行
、
得
彼
所
成
、
同
其
所
摂
、
名
所
摂
矣
。

（
同
、
九
一
下
）。

 

③ 

所
為
有
三
。
一
是
所
行
。
二
是
所
成
。
三
是
所
摂
。「
我
当
修
行
」
是
其
初

門
。
修
行
法
身
浄
土
之
因
。（
同
、
一
〇
二
下
）。

 

④ 

義
要
三
者
、
一
摂
法
身
願
、
二
摂
浄
土
願
。
三
摂
衆
生
願
。（
同
、
一
〇
三

中
）。

（
42
） 

『
維
摩
経
疏
』（
大
正
八
五
、二
七
七
一
番
、
敦
煌
写
本
、
擬
題
）
は
、『
維
摩
義

記
』
を
参
照
し
て
執
筆
さ
れ
た
文
献
。
そ
の
根
拠
は
、『
維
摩
経
疏
』
に
言
及
さ

れ
る
「
疏
」
が
『
維
摩
義
記
』
に
一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ⓐ
『
維
摩
経
疏
』

「
疏
家
但
説
有
此
七
事
」
は
、
⒜
『
維
摩
義
記
』「
所
起
有
七
」
を
指
す
。

 

ⓐ
空
室
十
者
。
如
『
経
』
文
中
。
此
室
何
以
空
一
。
何
以
無
侍
二
。
身
子
念
座

三
。
室
中
天
女
四
。
八
未
曾
有
五
。
普
現
色
身
問
諸
眷
属
六
。
身
子
念
食
（
作

九
）
七
。
疏
家
但
說
有
此
七
事
。
今
更
添
三
。
維
摩
命
衆
取
食
八
。
化
作
菩
薩

九
。
化
作
九
百
万
師
子
座
十
。（『
維
摩
経
疏
』
大
正
八
五
、三
六
六
上
二
五
─
中

一
）

 
⒜
一
問
空
室
。
二
問
無
侍
。
通
下
論
之
所
起
有
七
。
前
二
如
向
。
三
起
下
舍
利
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念
無
床
坐
。
四
起
下
天
女
。
五
起
下
室
中
八
未
有
事
。
六
起
下
文
中
普
現
所
問

父
母
妻
子
親
戚
等
事
。
七
起
下
念
食
具
說
如
是
。（『
維
摩
義
記
』
大
正

三
八
、四
七
一
上
二
五
─
二
九
）

 

ⓑ
『
維
摩
経
疏
』「
若
依
疏
釈
、
四
義
明
異
」
は
、
⒝
『
維
摩
義
記
』「
異
有
四

種
」
を
指
し
、
⒝
『
維
摩
義
記
』「
二
約
法
分
別
」
の
部
分
を
「
略
挙
一
義
」
と

し
て
引
用
す
る
。

 

ⓑ
問
曰
。
此
之
三
対
有
何
差
別
。
答
曰
。
若
依
疏
釈
、
四
義
明
異
。
不
能
繁
述
。

略
舉
一
義
。
前
第
一
対
、
約
就
甚
深
空
理
修
智
修
悲
。
次
第
二
対
、
約
就
苦
無

常
理
明
修
智
修
悲
。
後
第
三
対
、
約
身
病
事
明
修
智
悲
。（『
維
摩
経
疏
』
大
正

八
五
、三
六
九
中
一
五
─
一
九
）

 

⒝
三
対
何
異
。
異
有
四
種
。
…
二
約
法
分
別
。
法
有
階
降
。
初
対
、
約
就
甚
深

空
理
、
修
智
修
悲
。
第
二
、
約
就
苦
無
常
等
修
智
修
悲
。
第
三
約
就
身
病
之
事

修
智
修
悲
。（『
維
摩
義
記
』
大
正
三
八
、四
七
三
上
一
六
─
一
九
）

 

　

以
上
『
維
摩
経
疏
』
ⓐ
ⓑ
の
「
疏
」
は
『
維
摩
義
記
』
⒜
⒝
を
指
す
の
で
、

ⓒ『
維
摩
経
疏
』
の
「
法
身
因
果
」
と
「
浄
土
因
果
」
は
、
⒞
『
維
摩
義
記
』
を

踏
襲
し
略
述
し
た
も
の
で
あ
る
。

 

ⓒ
法
謂
因
之
与
果
。
因
即
法
身
浄
土
両
因
。
果
即
法
身
□
□
二
果
。
始
従
「
方

便
品
」、
尽
「
不
二
法
門
品
」
来
、
明
法
身
因
果
。「
香
積
□
□
」
□
浄
土
因
果
。

法
身
因
果
中
、
隨
人
分
三
。
初
「
方
便
品
」
為
教
凡
夫
法
身
□
□
、
□
「
□
□

品
」
為
教
声
聞
法
身
因
果
。「
菩
薩
品
」
已
下
、
為
教
菩
薩
法
身
□
□
□
。（『
維

摩
経
疏
』
大
正
八
五
、三
六
四
下
二
八
─
三
六
五
上
四
）

 

⒞
因
謂
法
身
浄
土
之
因
。
果
謂
法
身
浄
土
之
果
。
従
於
向
「
前
方
便
品
」
中
、

以
其
疾
故
国
王
・
大
臣
皆
往
問
疾
。
尽
「
不
二
門
」
弁
明
如
来
法
身
因
果
。「
香

積
一
品
」
弁
明
如
来
浄
土
因
果
。
明
法
身
中
約
化
分
三
。
第
一
、
於
前
「
方
便

品
」
末
因
凡
「
問
疾
」
明
教
凡
夫
法
身
因
果
。
当
楽
仏
身
、
是
法
身
果
。
従
於

無
量
功
徳
生
等
明
法
身
因
。
第
二
、
次
於
「
弟
子
品
」
中
、
明
教
声
聞
法
身
因

果
。
対
前
九
人
明
法
身
因
。
対
後
一
人
明
法
身
果
。
第
三
「
菩
薩
問
疾
品
」
下
、

尽
「
不
二
門
」
明
教
菩
薩
法
身
因
果
者
、
前
対
弥
勒
明
法
身
果
。
菩
提
真
性
是

其
果
也
。「
光
厳
」
已
後
明
法
身
因
。（『
維
摩
義
記
』
大
正
三
八
、四
七
〇
上

二
四
─
中
六
）

（
43
） 

『
維
摩
経
疏
』
巻
第
三
・
巻
第
六
（
大
正
八
五
、二
七
七
二
番
、
敦
煌
出
土
文
献
、

P.2049,P.2040

擬
題
）
は
、「
遠
云
」
と
し
て
『
維
摩
義
記
』
を
引
用
し
参
照
し

て
い
る
。

 

ⓓ 

遠
云
。
欲
色
無
色
界
是
三
界
。
凡
夫
於
欲
色
両
界
、
受
色
形
果
名
為
現
身
。

在
無
色
界
、
受
心
法
果
称
為
現
意
。
菩
薩
了
三
界
虚
妄
、
但
是
心
作
。
証
実

除
捨
無
処
可
在
。
所
以
、
不
於
三
界
地
中
而
現
身
意
。（『
維
摩
経
疏
』
巻
第

三
、P.2049

、
大
正
八
五
、三
七
七
中
一
五
─
一
九
）

 

⒟
就
初
句
中
、
不
於
三
界
現
身
意
者
、
欲
色
無
色
是
其
三
界
。
凡
夫
在
於
欲

色
両
界
、
受
色
形
果
名
為
現
身
。
在
無
色
界
受
心
法
果
説
為
現
意
。
菩
薩
了

知
三
界
虚
妄
但
是
心
作
。
証
実
除
捨
無
処
可
在
。
為
是
不
於
三
界
地
中
而
現

身
意
。（『
維
摩
義
記
』
大
正
八
五
、四
四
六
上
一
三
─
一
七
）

 

　
『
維
摩
経
疏
』
巻
第
六
（P.2040

）
で
は
「
遠
云
」
だ
け
で
な
く
、「
諺
遠
云
」

の
引
用
あ
り
。
こ
れ
は
諺
と
慧
遠
の
二
法
師
（「
諺
遠
二
法
師
」）
で
あ
る
こ
と

は
次
の
部
分
か
ら
明
ら
か
。

 

ⓔ 

閇
衆
悪
趣
者
、
諺
遠
二
法
師
云
。
是
十
信
前
善
趣
人
也
。
依
経
離
過
云
、
閉

悪
趣
門
也
。（『
維
摩
経
疏
』
巻
第
六
、四
一
八
上
一
─
三
）

 

⒠
斯
人
則
為
閉
諸
悪
趣
、
開
衆
善
門
。
是
種
性
前
善
趣
益
也
。
依
経
離
過
名

閉
悪
趣
。（『
維
摩
義
記
』
大
正
三
八
、五
三
一
中
二
〇
─
二
二
）

 

　

こ
の
う
ち
諺
法
師
は
未
詳
で
あ
る
も
の
の
、『
維
摩
経
抄
』（P.2275

、
擬
題
）

に
「
有
古
徳
法
師
解
云
。
室
者
即
是
浄
心
真
心
。
浄
名
初
発
心
時
、
離
諸
愛
見

名
室
不
定
」（
大
正
八
五
、四
二
九
上
八
）
と
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
慧
遠
と

諺
法
師
の
『
維
摩
経
』
解
釈
は
類
似
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

 

ⓕ  

此
品
之
中
、
寄
就
香
積
如
来
明
因
得
果
。
因
前
果
後
義
次
第
也
。
下
文
中
、

修
十
修
八
復
是
其
因
。
衆
香
世
界
荘
厳
妙
事
、
是
浄
土
果
。
此
即
明
其
浄
土

因
果
。（『
維
摩
経
疏
』
巻
第
六
、三
九
九
上
二
─
五
）

 
⒡
香
積
品
者
。
此
品
寄
就
香
積
如
来
以
顕
諸
仏
浄
土
之
果
。
…
二
就
法
分
別
。

法
謂
法
身
淨
土
因
果
。
今
此
正
顕
浄
土
因
果
。
明
衆
香
界
荘
厳
妙
事
、
是
淨

土
果
。
下
文
所
説
、
修
十
修
八
是
浄
土
因
。
所
弁
如
是
。（『
維
摩
義
記
』
大

正
三
八
、四
九
八
下
二
八
─
四
九
九
上
六
）

 

　

従
っ
て
、
ⓕ
『
維
摩
経
疏
』
巻
第
六
の
「
浄
土
因
果
」
は
、
⒡
『
維
摩
義
記
』
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を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。『
維
摩
経
疏
』
巻
第
三
に
は
「
若
依
無
垢
称
経
云
声
聞

品
」（
大
正
八
五
、三
七
六
上
三
）
と
あ
り
、
玄
奘
訳
『
無
垢
称
経
』「
声
聞
品
」

を
参
照
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
成
立
は
玄
奘
訳
以
降
で
あ
る
。
ま
た
本
『
維
摩

経
疏
』（P.2049,P.2040

）
は
、「
疏
」
＝
註
釈
書
の
形
式
と
、「
章
」
＝
教
理
集

成
文
献
（
綱
要
書
）
の
形
式
の
複
合
形
態
で
あ
り
、
興
味
深
い
。
章
形
式
の
部

分
を
指
摘
す
れ
ば
、『
維
摩
経
疏
』
巻
第
三
「
五
眼
義
」（
大
正
八
五
、三
九
一
中

一
三
）、
同
巻
第
六
「
八
解
脱
義
」（
三
九
九
中
一
七
）、「
四
食
義
」（
四
〇
七
下

四
）、「
三
身
義
」（
四
一
五
上
二
四
）
で
あ
る
。

（
44
） 

『
維
摩
経
玄
疏
』
は
「
仏
国
因
果
」
を
使
用
し
「
浄
土
因
果
」
を
使
用
し
な
い
。

し
か
し
、『
維
摩
経
文
疏
』
は
「
仏
国
因
果
」
を
多
用
し
な
が
ら
も
、「
浄
土
因

果
」
も
使
用
す
る
（
巻
第
七
＝
三
例
、
巻
第
九
＝
一
例
、
巻
第
一
九
＝
一
例
）。

こ
こ
で
は
、「
仏
国
因
果
」
と
「
法
身
正
報
因
果
」
が
対
比
さ
れ
る
部
分
を
引
用

し
た
い
。

 

所
以
如
来
赴
機
、
酬
宝
積
請
、
正
明
説
依
報
仏
国
因
果
者
、
為
成
前
『
普
集
経
』、

説
法
身
正
報
因
果
也
。（
新
纂
一
八
、五
〇
四
上
一
四
─
一
六
）。

 

　

こ
の
う
ち
智
顗
は
「
法
身
正
報
因
果
」
は
『
普
集
経
』
の
説
示
と
し
て
『
維

摩
経
』
か
ら
排
除
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
山
口
弘
江
『
天
台
維
摩
経
疏
の
研

究
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
八
年
）
二
九
九
─
三
〇
五
頁
参
照
。
山
口
氏
は
右

の
引
用
文
を
⑧
と
し
て
引
用
す
る
（
三
〇
二
頁
）。
し
か
し
、「
仏
国
因
果
」
＝

「
浄
土
因
果
」
と
「
法
身
正
報
因
果
」
と
い
う
対
比
自
体
は
、『
維
摩
義
記
』
に

言
及
さ
れ
る
「
人
多
麁
判
」
と
い
う
『
維
摩
経
』
旧
釈
、
あ
る
い
は
『
維
摩
義

記
』
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
智
顗
の
著
作
と
さ
れ
る
も
の
の
中
で
、

『
普
集
経
』
に
言
及
す
る
の
は
『
維
摩
経
文
疏
』
だ
け
の
よ
う
で
あ
り
、
主
に

『
普
集
経
』
は
従
来
の
『
維
摩
経
』
解
釈
か
ら
「
法
身
因
果
」
を
排
除
す
る
目
的

で
言
及
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。『
維
摩
経
玄
疏
』
と
『
維
摩
経
文
疏
』
は
、
晋
王

広
の
依
頼
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
文
献
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
あ

る
の
は
、『
維
摩
経
』
旧
釈
や
慧
遠
『
維
摩
義
記
』
の
北
地
に
お
け
る
流
行
と
推

定
す
る
。『
維
摩
経
文
疏
』
巻
第
一
三
（
新
纂
一
八
、五
五
九
上
二
二
─
二
三
）

と
巻
第
一
六
（
同
、
五
八
五
上
二
一
─
中
三
）
に
、「
有
師
解
言
」「
有
人
言
」

と
し
て
『
維
摩
義
記
』
が
言
及
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
吉
津
宜
英
「
地
論
師
と

い
う
呼
称
に
つ
い
て
」（『
吉
津
著
作
集
』
第
一
巻
所
収
、
前
註
９
）
二
三
五
─

二
三
六
頁
参
照
。

（
45
） 

『
浄
名
玄
論
』
は
四
会
に
区
分
す
る
が
、「
浄
土
因
果
」
と
「
法
身
因
果
」
で
経

典
を
読
解
す
る
こ
と
は
、
慧
遠
の
『
維
摩
義
記
』
と
同
じ
。

 

此
経
四
会
、
義
亦
同
然
。
但
因
果
有
二
。
一
依
報
因
果
。
謂
浄
穢
国
土
。
二
正

報
因
果
。
即
本
迹
両
身
。
一
部
始
終
、
明
斯
二
法
。
菴
園
初
会
明
浄
土
因
果
。

六
度
四
等
、
為
浄
土
之
因
。
報
応
二
国
、
為
浄
土
之
果
。
方
丈
初
会
明
法
身
因

果
。
仏
身
者
謂
法
身
也
。
明
法
身
之
果
。
従
無
量
功
徳
生
、
即
法
身
之
因
。
此

之
二
会
法
門
、
義
来
次
第
、
要
先
有
国
土
、
然
後
方
有
仏
身
。
又
先
明
浄
土
因

果
。
勧
捨
穢
取
浄
。
次
弁
法
身
因
果
。
即
厭
患
生
死
、
欣
求
仏
身
。
義
之
要
極
、

莫
過
此
二
。（
大
正
三
八
、九
〇
二
中
二
八
─
下
八
）

 

　

平
井
俊
榮
氏
に
よ
る
吉
蔵
の
「
維
摩
経
疏
」
の
成
立
順
序
は
、
奥
野
光
賢

「
吉
蔵
撰
『
維
摩
経
遊
意
』
に
つ
い
て
─
そ
の
割
注
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
駒
沢
短

期
大
学
仏
教
論
集
』
第
二
号
、
一
九
九
六
年
）
一
一
一
頁
、
註
２
参
照
。
結
論

だ
け
示
せ
ば
、『
浄
名
玄
論
』
→
『
維
摩
経
略
疏
』
→
『
維
摩
経
義
疏
』
→
『
維

摩
経
遊
意
』（
平
井
俊
榮
説
）。
こ
の
他
に
吉
津
宜
英
「
慧
遠
と
吉
蔵
の
不
二
義

の
比
較
論
考
」（『
吉
津
著
作
集
』
第
一
巻
所
収
、
前
註
９
）
四
七
四
頁
参
照
。

『
浄
名
玄
論
』
は
吉
蔵
の
長
安
第
一
作
と
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
長
安
に

お
け
る
『
維
摩
義
記
』
の
影
響
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
46
） 

慧
遠
『
維
摩
義
記
』
と
吉
蔵
『
維
摩
経
義
疏
』
の
比
較
は
、
吉
津
前
掲
論
文

（
前
註
45
）
参
照
。

 

　

吉
蔵
『
維
摩
経
義
疏
』
で
は
「
浄
土
因
果
」
と
「
法
身
因
果
」
を
肯
定
し
な

が
ら
も
、「
権
実
二
智
」
も
重
視
す
る
。

 

有
人
言
。
此
経
以
因
果
為
宗
。
但
因
果
有
二
。
一
者
浄
土
因
果
。
二
法
身
因
果
。

如
「
仏
国
品
」、
明
浄
土
因
果
。
如
「
方
便
品
」
等
、
弁
法
身
因
果
。
一
致
（
部
）

始
終
。
盛
談
斯
法
。
故
以
因
果
為
宗
。
吉
蔵
謂
。
非
無
上
来
諸
義
、
但
師
資
相

承
、
用
権
実
二
智
。
為
此
経
宗
。（
大
正
三
八
、九
一
六
下
一
─
六
）

 
　

し
か
し
、
な
ぜ
『
維
摩
経
義
疏
』
に
「
吉
蔵
謂
」
の
語
が
あ
る
の
か
疑
問
。

「
有
人
」
は
慧
遠
の
『
維
摩
義
記
』
の
説
で
あ
ろ
う
。

（
47
） 
吉
蔵
の
『
維
摩
経
略
疏
』
に
真
偽
問
題
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
も
の
と
し
て
、
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吉
津
前
掲
論
文
（
前
註
45
）
四
八
〇
頁
、
註
13
参
照
。
個
人
的
に
は
『
維
摩
経

略
疏
』
は
「
法
身
因
果
」
を
欠
く
の
で
、
第
二
番
目
の
著
作
と
し
て
疑
問
を
持

つ
。

（
48
） 

伝
吉
蔵
『
無
量
寿
経
義
疏
』
の
最
新
の
研
究
は
、
伊
藤
昌
彦
『
吉
蔵
の
浄
土
教

思
想
の
研
究
─
無
碍
正
観
と
浄
土
教
─
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
一
年
）。
不
勉
強

な
が
ら
未
読
。
工
藤
量
道
『
迦
才
『
浄
土
論
』
と
中
国
浄
土
教
─
凡
夫
往
生
説

の
思
想
形
成
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
三
年
）
一
五
七
頁
の
要
約
を
参
照
し
た
。
今

後
、
私
な
り
に
慧
遠
『
大
経
義
疏
』
と
の
関
係
性
を
考
え
て
み
た
い
が
、
伝
吉

蔵
『
無
量
寿
経
義
疏
』
に
は
「
法
身
因
果
」
と
「
浄
土
因
果
」
は
使
用
さ
れ
て

い
な
い
。

（
49
） 

元
暁
『
両
巻
無
量
寿
経
宗
要
』
は
『
無
量
寿
経
』
の
「
宗
致
」
を
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

 

第
二
簡
宗
致
者
、
此
経
正
以
浄
土
因
果
為
其
宗
対
、
摂
物
往
生
以
為
意
致
。

（『
宗
要
』
大
正
三
七
、一
二
五
下
二
八
─
二
九
）

 

　

元
暁
の
「
宗
」
＝
「
浄
土
因
果
」
と
「
致
」
＝
「
摂
物
」（
＝
「
摂
衆
生
」）

は
、
慧
遠
の
影
響
下
に
あ
る
理
解
。

（
50
） 

玄
一
『
無
量
寿
経
記
』
は
「
浄
土
因
果
」
を
『
無
量
寿
経
』
の
「
宗
致
」
と
述

べ
る
。

 

六
正
説
浄
土
因
果
。
以
此
経
以
浄
土
因
果
為
宗
致
。
此
中
有
二
。
一
説
因
。
二

説
果
。
初
中
先
願
後
行
。
願
中
小
段
。
如
法
位
説
。
今
具
依
二
解
而
判
経
文
。

（
新
纂
二
二
、六
〇
上
一
三
─
一
四
）

 

　
「
如
法
位
説
」
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
解
釈
は
法
位
を
介
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の

か
も
し
れ
な
い
。
玄
一
撰
『
無
量
寿
経
記
』
に
つ
い
て
は
、
南
宏
信
「
新
羅
玄

一
撰
『
無
量
寿
経
記
』
諸
本
の
系
譜
─
書
陵
部
蔵
奈
良
朝
写
本
を
中
心
と
し
て

─
」（『
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
七
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
）

参
照
。
南
氏
は
、憬
興
が
玄
一
に
言
及
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
二
六
頁
）。

（
51
） 

憬
興
『
無
量
寿
経
連
義
述
文
賛
』
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

 

経
曰
「
仏
告
阿
難
至
無
央
数
劫
」
者
、
述
云
、
第
六
如
来
広
説
有
二
。
初
広
説

如
来
浄
土
因
果
即
所
行
所
成
也
。
後
広
顕
衆
生
生
往
生
因
果
即
所
摂
所
益
也
。

（
大
正
三
七
、一
四
七
下
一
三
─
一
四
）

 

　

こ
こ
で
憬
興
は
元
暁
と
同
様
に
「
浄
土
因
果
」（
所
行
・
所
成
）
と
「
往
生
因

果
」（
所
摂
）
＝
「
摂
衆
生
」
の
二
つ
を
『
大
経
義
疏
』
か
ら
採
用
し
て
い
る
。

ま
た
憬
興
の
「
摂
仏
身
願
」「
摂
浄
土
願
」「
摂
衆
生
願
」
は
、
慧
遠
『
大
経
義

疏
』
の
影
響
だ
け
で
は
な
く
、
間
接
的
に
は
『
維
摩
義
記
』
に
由
来
す
る
発
想

で
あ
る
。

（
52
） 

吉
蔵
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

 

別
論
此
経
浄
土
因
果
為
体
、
勧
物
修
因
往
生
為
宗
。（
大
正
三
七
、二
三
四
下

一
四
─
一
五
）

 

此
経
以
浄
土
因
果
為
宗
。（
大
正
三
七
、二
三
七
中
六
）

 

　

吉
蔵
の
「
維
摩
経
疏
」
と
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
の
成
立
順
序
が
確
定
で
き

な
い
が
、
こ
の
部
分
も
慧
遠
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
慧
遠
『
観
経
義
疏
』
と
吉
蔵
『
観
経
義
疏
』
の
比
較
研
究
に
、
藤
井
教

公
「
慧
遠
と
吉
蔵
─
両
者
の
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
を
中
心
と
し
て
─
」（
平
井

俊
榮
編
『
三
論
教
学
の
研
究
』
所
収
、
春
秋
社
、
一
九
九
〇
年
）
参
照
。

（
53
） 

『
対
根
起
行
法
』（S.2446

）
は
、
慧
遠
の
影
響
か
確
定
で
き
な
い
が
参
考
と
し

て
紹
介
。

 

第
二
段
明
所
行
法
分
斎
義
者
、
於
内
有
四
段
、
一
者
明
所
行
法
之
次
第
、
二
者

明
損
益
、
三
者
明
浄
土
因
果
、
四
者
明
三
仏
因
果
。（『
対
根
起
行
法
』
Ｂ

二
六
、三
四
九
上
九
─
一
〇
）

 

第
三
段
明
浄
土
因
果
於
内
有
三
段
、
一
者
第
一
階
浄
土
因
果
、
二
者
第
二
階
浄

土
因
果
、
三
者
第
三
階
浄
土
因
果
。（
Ｂ
二
六
、三
五
八
上
四
─
六
）

 

第
四
段
明
三
仏
因
果
者
於
内
有
三
種
、
一
者
法
身
因
果
有
二
種
。
一
者
因
二
者

果
。（『
対
根
起
行
法
』
Ｂ
二
六
、三
六
三
上
五
─
六
）

 

　

尚
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
西
本
照
真
「
三
階
教
典
籍
に
お
け
る
「
階
」
の

用
法
」（『
印
仏
研
』
四
〇
─
二
、一
九
九
二
年
）
八
七
頁
参
照
。

（
54
） 
新
羅
撰
述
「
無
量
寿
経
疏
」
に
は
「
法
身
」
の
語
自
体
が
乏
し
い
。

（
55
） 
道
綽
『
安
楽
集
』
に
「
依
大
乗
聖
教
、
良
由
不
得
二
種
勝
法
、
以
排
生
死
、
是

以
不
出
火
宅
。
何
者
為
二
。
一
謂
聖
道
、
二
謂
往
生
浄
土
。
其
聖
道
一
種
、
今

時
難
証
。
一
、
由
去
大
聖
遙
遠
。
二
、
由
理
深
解
微
」（
大
正
四
七
、一
三
下
四

─
八
）。
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（
56
） 

私
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
中
国
や
日
本
に
お
け
る
禅
や
密
教
に
代
表
さ
れ
る

「
即
身
成
仏
」
の
よ
う
な
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
「
成
仏
」
を
成
就
す
る
思
想
で

あ
る
。
娑
婆
は
釈
尊
の
国
土
で
あ
り
、
こ
の
娑
婆
で
成
仏
し
て
留
ま
る
こ
と
は
、

一
仏
一
世
界
説
に
抵
触
す
る
。
大
乗
が
多
仏
多
世
界
説
で
あ
る
な
ら
ば
、
成
仏

し
た
暁
に
は
他
国
土
に
出
現
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。『
勝
鬘
経
』
で
も
勝
鬘

夫
人
は
国
土
を
授
記
さ
れ
る
（
前
註
25
参
照
）。

（
57
） 

『
維
摩
義
記
』［
２
］
に
つ
い
て
は
、
敦
煌
本
『
維
摩
経
疏
』（
擬
題
、S.2688

、

二
七
七
〇
番
、
大
正
第
八
五
巻
所
収
）
が
異
本
な
の
で
対
校
す
る
。

（
58
） 

「
已
」
は
、『
維
摩
経
疏
』（
大
正
八
五
、三
六
二
上
一
八
）
も
同
じ
。
た
だ
し

「
己
」
の
誤
写
の
可
能
性
も
あ
り
。

（
59
） 

「
常
果
」
を
『
維
摩
経
疏
』
に
よ
り
「
当
果
」
に
訂
正
（
大
正
三
八
、三
六
二
上

一
九
）。

（
60
） 

「
此
求
依
果
約
正
以
弁
」
を
『
維
摩
経
疏
』
に
よ
り
「
此
成
依
果
約
正
以
弁
」
に

訂
正
。
た
だ
し
『
維
摩
経
疏
』
に
「
正
」
の
一
字
は
無
い
。

（
61
） 

原
文
「
己
」
を
『
維
摩
義
記
』［
２
］
に
準
じ
て
「
已
」
に
訂
正
す
る
。
前
注
58

参
照
。

（
62
） 

原
文
「
彼
」
を
『
維
摩
義
記
』［
２
］
に
準
じ
て
「
後
」
に
訂
正
す
る
。

（
63
） 

袴
谷
憲
昭
「『
法
華
経
』
と
『
無
量
寿
経
』
の
菩
薩
成
仏
論
」（
同
『
仏
教
文
献

研
究
』
所
収
、
大
蔵
出
版
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
）
五
四
三
─
五
四
四
頁
、
註

62
参
照
。
本
来
、
こ
の
福
谷
論
文
を
踏
ま
え
て
、「
成
仏
」
と
「
仏
国
土
の
浄

化
」
に
つ
い
て
も
書
く
予
定
で
あ
っ
た
が
、
別
稿
に
て
再
論
し
た
い
。

（
64
） 

「
比
丘
」
の
五
義
の
典
拠
は
、『
金
剛
仙
論
』
巻
第
一
の
「
比
丘
者
、
外
国
正
音
。

此
方
義
釈
、
或
云
「
乞
士
」、
或
云
「
破
悪
」、
或
云
「
怖
魔
」。
無
正
名
相
翻
。

故
仍
存
西
本
也
」（
大
正
二
五
、八
〇
一
下
二
六
─
二
八
）。

（
65
） 

「
発
心
広
大
」
の
直
接
の
典
拠
は
、
那
連
提
耶
舎
訳
『
大
宝
積
経
』
巻
第
六
三

「
菩
薩
見
実
会
第
十
六
之
三
」
中
「
本
事
品
第
四
」
の
「
一
一
如
来
牟
尼
尊　

発

心
広
大
向
菩
提
」（
大
正
一
一
、三
六
二
中
六
）
と
思
わ
れ
る
。

（
66
） 

慧
遠
に
お
け
る
「
退
菩
提
心
声
聞
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
（
前
註

４
後
者
）
を
参
照
。

（
67
） 

藤
田
宏
達
『
原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
）
二
二
─

二
八
頁
。

（
68
） 

『
法
華
経
』
巻
第
五
「
従
地
涌
出
品
第
十
五
」
の
「
除
先
修
習
学
小
乗
者
。
如
是

之
人
、
我
今
亦
令
得
聞
是
経
、
入
於
仏
慧
」（
大
正
九
、四
〇
中
九
─
一
一
）
の

取
意
略
出
。

（
69
） 

『
法
華
経
』
巻
第
五
「
従
地
涌
出
品
第
十
五
」
の
「
是
諸
衆
生
、
世
世
已
来
常
受

我
化
、
亦
於
過
去
諸
仏
供
養
尊
重
、
種
諸
善
根
。
此
諸
衆
生
、
始
見
我
身
、
聞

我
所
説
，
即
皆
信
受
入
如
来
慧
」（
大
正
九
、四
〇
中
六
─
九
）
の
取
意
略
出
。

（
70
） 

『
無
量
寿
経
』
下
巻
「
其
上
輩
者
、
捨
家
棄
欲
而
作
沙
門
。
発
菩
提
心
、
一
向
専

念
無
量
寿
仏
、
修
諸
功
徳
願
生
彼
国
」、「
其
中
輩
者
、
十
方
世
界
諸
天
人
民
、

其
有
至
心
願
生
彼
国
。
雖
不
能
行
作
沙
門
大
修
功
徳
、
当
発
無
上
菩
提
之
心
、

一
向
専
念
無
量
寿
仏
」、「
其
下
輩
者
、
十
方
世
界
諸
天
人
民
、
其
有
至
心
欲
生

彼
国
、
仮
使
不
能
作
諸
功
徳
、
当
発
無
上
菩
提
之
心
、
一
向
専
意
乃
至
十
念
、

念
無
量
寿
仏
、
願
生
其
国
」（
大
正
一
二
、二
七
二
中
一
六
、二
四
、
下
四
）。

（
71
） 

こ
の
問
題
は
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
。

（
72
） 

善
導
『
観
無
量
寿
経
疏
』「
玄
義
分
」
に
「
言
教
之
大
小
者
、
問
曰
。
此
『
経
』

二
蔵
之
中
、
何
蔵
摂
、
二
教
之
中
何
教
收
。
答
曰
。
今
此
『
観
経
』
菩
薩
蔵
收
、

頓
教
摂
」（
大
正
三
七
、二
四
七
上
二
〇
─
二
二
）。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
「
玄

義
分
」
の
一
節
は
、
慧
遠
の
二
蔵
漸
頓
説
を
下
敷
き
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
が
、

テ
ク
ス
ト
に
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
頓
教
と
対
に
な
る
漸
教
が
な
く
、

ま
た
頓
教
の
定
義
も
無
い
。
現
行
本
「
玄
義
分
」
だ
け
で
は
読
解
は
出
来
な
い

だ
ろ
う
。

キ
ー
ワ
ー
ド

浄
影
寺
慧
遠　
『
維
摩
義
記
』　
『
無
量
寿
経
義
疏
』　
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』　

法
身

因
果　

浄
土
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果　
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夫


